
－1－

第５１４回（定例）福崎町議会会議録

令和６年６月２０日（木）

午前９時３０分 開 議

○令和６年６月２０日、第５１４回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １４名

１番 石 川 治 ８番 小 林 博

２番 竹 本 繁 夫 ９番 河 嶋 重一郎

３番 牛 尾 雅 一 １０番 松 岡 秀 人

４番 大 塚 記美代 １１番 城 谷 英 之

５番 𠮷 高 平 記 １２番 冨 田 昭 市

６番 植 岡 茂 和 １３番 三 輪 一 朝

７番 宇 﨑 壽 幸 １４番 前 川 裕 量

○欠席議員（な し）

○事務局より出席した職員

事 務 局 長 澤 田 和 也 主 事 阿 保 佑 夏

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 津 田 知 宏 会 計 管 理 者 福 永 知 美

住 民 生 活 課 長 山 本 克 典 総 務 課 長 岩 木 秀 人

企 画 財 政 課 長 蔭 谷 秀 樹 税 務 課 長 岡 本 昌 文

地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造 ほ け ん 年 金 課 長 西 村 由紀子

福 祉 課 長 小 幡 伸 一 農 林 振 興 課 長 吉 田 利 彦

ま ち づ く り 課 長 山 下 勝 功 上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹

町参事兼学校教育課長 大 塚 謙 一 社 会 教 育 課 長 木ノ本 雅 佳

○議事日程

第 １ 一般質問

○本日の会議に付した事件

第 １一般質問

第５号 ２番 竹 本 繁 夫 （１）区長会要望について

（２）防災・災害対応について

（３）振り込め詐欺対策について

第６号 １３番 三 輪 一 朝 （１）上井郷水路（農業用水路）における福

崎町域部の福崎町管理化（河川指定）

による治水力強化と諸対応について

（２）償却資産税の捕捉と税収について

第７号 ３番 牛 尾 雅 一 （１）災害対策の取組について

（２）観光振興の取組について
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（３）交通安全対策の取組について

第 ８号 ８番 小 林 博 （１）上下水道について

（２）安全な町づくりについて

（３）教育課題について

（４）農業について

（５）信頼と住民参加

開 議

議 長 皆さん、おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４名でございます。

定足数に達しております。

なお、本日１０時頃にＪアラートによる緊急地震速報訓練が実施されるため、

暫時休憩を予定しておりますので、ご了承ください。

それでは、これより本日の日程に入ります。

本日の日程は、お手元に配付しております議事日程に記載のとおりであります。

日程第１ 一般質問

議 長 日程第１は、一般質問であります。

５番目の質問者は、竹本繁夫議員であります。

質問の項目は

１、区長会要望について

２、防災・災害対応について

３、振り込め詐欺対策について

以上、竹本議員。

竹本繁夫議員 皆さん、おはようございます。議席番号２番、竹本繁夫です。議長の許可を得

まして、一般質問をさせていただきます。

今日から東京都知事選が始まり、７月７日投開票という期間でございますけど

も、予想される顔ぶれが５０名というすごく多人数の立候補者がおられるみたい

だそうでございます。

それはさておき、ただいまから私の質問をさせていただきます。

昨年にも質問させていただきました令和５年度の区長会の新規要望が７件、継

続要望が１１件とありましたが、その中で令和６年度において何件が予算に反映

されておるのか、そこを教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。

企画財政課長 町の予算になりますが、新規要望７件中５件、継続要望１１件中１件を令和６

年度に予算化いたしました。

竹本繁夫議員 その予算額を今、把握されておられましたら教えていただきたいと思います。

企画財政課長 新規要望５件で約２，０００万円、継続要望１件については２００万円で対応

しております。

竹本繁夫議員 その継続要望の１件の２００万は場所はどこになりますか。

企画財政課長 継続要望１件につきましては、河川整備についての市川左岸堤防（長目区から

井ノ口区）の雑木伐採と除草をということで、予算としましては、河川等清掃美
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化委託料１，０００万、２００万円増額しまして、この２００万円で対応として

おります。

竹本繁夫議員 継続要望の件数に対して町長も必要なところは予算化していくという考え方で

おられる中では、ちょっと予算としては少ないんではないかなとちょっとそうい

うふうに思います。

これは今、区長会のほうでも要望が出ておる中では、私もそういう中では感じ

ておるわけなんですけども、住民の安全安心を推進していくためには、いろいろ

な事業の取組が町では考えておられるとそのように思う中で、その一つに防犯カ

メラの設置も最近いろんな交差点でつけられておるところでございます。

新聞等でね、大分前だったんですけども、加古川で１，６００か所設置されて

いることの報道がありました。町は現在こういった防犯カメラは何基設置されて

おるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

町 長 先ほどですね、継続要望の予算２００万円では１１件中１件ということと少な

いんじゃないかというようなお話であったんですけれども、継続要望につきまし

ては、ずっと長らくですね、難しかった課題が積み残って継続要望ということに

なっておりますので、もともと困難な課題だということが第１点。それから、県

さんへの要望事項というのがたくさん含まれておりまして、そういった関係で継

続要望がなかなか対応し切れていないと、こういった状況ですので、その点はご

理解いただきたいなと思います。

住民生活課長 町内の今現在防犯カメラの設置台数は全部で８１台です。令和５年度末で８１

台となっております。

竹本繁夫議員 先ほど町長のほうから、継続事業についての予算化自身が県に対しても要望し

ていかなければならない点が多種あるということと、実際用地交渉とか、そうい

ったところで地元の中でも率先してしやすくするような状態でなかったら、町も

動きにくいということも理解するわけなんですけども、そういう中で、また継続

の事業がスムーズにするように、また私、議員としても相談があれば応援してい

きたいなと、そのような思いでお話しさせていただいてます。まずそういう中で

私はまだ区長会からの今年の要望は出ておらないんですけども、よく耳にしてい

く中で、交通量の多い、要は、変則な交差点、辻川区内の交差点でございますけ

ども、結構出会い頭の交通事故や、昨年に猟奇的な、要は動物の首をはねたり、

そういう事件が発生したこともあります。まだそういうようなことも未解決でご

ざいますけれども、そんな中で、犯罪の抑止効果がある、また子どもたちへの安

心した見守り活動につながるということで、先ほど防犯カメラ設置に、私は町が

もう少し予算化の検討をしていただけないものかなと、ちょっとそういうふうに

思うわけなんですけども、その点いかがでございますか。

住民生活課長 議員おっしゃられるとおりです。防犯対策として効果的なものであるというこ

とは、この防犯カメラの設置は十分に効果があるというふうに認識しております。

総合計画の中でもこの防犯カメラの設置につきましては目標値を立てております。

その数値につきましては、具体的には年間４台程度ずつ設置していくことを目標

値として掲げています。また自治会にも、自治会公共用施設整備事業補助金を活

用して設置を働きかけていきたいと思っております。

ちなみに今年度、令和６年度では、町で４台分の予算を積算しております。ま

た自治会においても令和６年度では３地区で設置していただく予定となっており

ます。

竹本繁夫議員 そういう意味の中で防犯カメラの重要性というのを、町としても理解していた

だいておると思うわけなんですけども、私、日にちはちょっと分からないんです
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けども、ちょっと一般質問の中で書いておらなかったんですけども、５月のとき

に、東中学でぼや騒ぎがありました。そういう小さなことなんですけども、教育

委員会、教育長さんはそういうことは、連絡は入っておるわけなんですか。

教 育 長 先ほど言われました件ですが、５月１８日の土曜日だと認識しております。

東中の東門の付近を散歩しておられる方が職員室に東門の植木の下草が燃えてい

るという連絡、電話が入ったそうです。たまたま土曜日ですが出勤しておった４

名の職員で、バケツ等で消火したと。その後５時頃に私のほうへ連絡が入りまし

た。そして、福崎警察に連絡をしております。そして中播消防署による現場検証

が行われました。その結果、原因については推測はできるが、確かな原因はつか

めていないという中播消防の見解でした。そのような連絡が中学校に入り、私の

ほうにも入っております。

竹本繁夫議員 どうもありがとうございます。なかなか小さなこと、小さなこというて、結果

がぼや程度だったんで、そんなことを教育長さんの耳にも入っておるのかどうか

いうのが、ちょっと私なりに心配だったもんで、ちょっとお聞きさせていただき

ました。というのは、私もぼやのときに警察の方、消防署の方ともちょっとお話

した中で、基本的にはこの近くでそういう防犯カメラがあれば、そういう認知で

きておるんかなというところで、この辺でありますかと尋ねられたときに、いや、

ちょっとないですと言うたもんで、ちょうど私がこれを質問しておる中でマッチ

したなとちょっと思ってます。

それと、余分な、これも話なんですけども、北海道の旭川で１７歳の女子高校

生が、これはいろんなＳＮＳの関係で、殺害された事件の中で、橋から落とされ

て、ちょっとそういう事件があったわけなんですけども、その実行者の方がその

つり橋付近に防犯カメラがないことを知っておったから、そこで突き落としたと。

初めはそんなことしてないということを言われてましたけども、そういうことが、

実際そこに防犯カメラがないためにということです。だからどこでも防犯カメラ

が設置できるかいうたらなかなかそれをそういうこともやはり電気の関係、また

費用の関係ということもありますんで、今、住民生活課長さんから言われました

ように年間４個ずつを増やしていく。今現在８１台の設置されておるということ

で、これも私は住民の安全安心につなげていく。ただ、むやみにその辺がプライ

バシーとか今度逆にそういった問題も出てくるかも分かりませんけれども、不用

意にそういうことには使わないいう考え方で、防犯カメラの使う、そういう考え

方をきっちりした中で、やはり必要ではないかなと、ちょっとそういうふうに思

います。そういう中で、今後の防犯のカメラの設置数を増やしていただくという

ことでよろしくお願いしたいと思います。

次に、通学路の整備についてでございます。

通学路を子どもたちが安心して通学していくためには、これはもう表示板とか、

注意喚起が必要なそういうところもまた多分これも住民生活課さんになると思う

んですけども、そういった要望が毎年地域から出ておると思うんです。

今年の５月３１日の、これも新聞等で、生活道路において、安心して交通規制、

要は３０キロなんですね。一般道路のうち速度規制がかかっていなくて中央線が

ない区間においては、車の最高速度を３０キロにすると。これはもう道路交通施

行令、これはそういったものを改正して、２６年だから、来年再来年の９月に実

施を目指しているということで、私どもの住んでおる自治会にしても、信号機を

避けて、村の中を通られる車が結構多いんです。そういった中で交差点で、もう

毎年のように、これは死亡事故は起こってないんですけども、接触事故が多数こ

れまでも起こっております。住民生活課またはまちづくり課の世話になりながら、
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カラー舗装したり、またガードレールをしたり、ちょっとそういうふうにしてお

るわけなんですけども、やはり私はそういったところがもし速度制限できるよう

になるんであったら、事前にどの地区が３０キロの速度制限していったほうがい

いかなというのを、町のほうも把握していただく、そのようなアンケートを考え

て進めていっていただきたいなと、ちょっとそのように思うわけなんですけども、

その点いかがでございますか。

住民生活課長 通学路の整備・改善につきましては、毎年開催しております通学路安全推進会

議においてご要望をいただいております。関係機関と連携しながら改善に努めて

いるところですが、生活道路における３０キロ規制、いわゆるゾーン３０の取組、

その設定につきましても通学路安全推進会議もしくは各自治会から要望を上げて

いただくことがよいかと考えております。

竹本繁夫議員 この交通法の施行が変わればね、割と申請しやすいんではないかなと。地区内

のやはりそういった接触事故、どの地区でもそういった問題が私はあると、その

ように思っているわけなんですけども、ここは通学路であるとか、ちょっとそう

いう要望が多分看板の設置とか簡単にできるものならば、その推進会議の中で話

し合っていただき、年間そういう看板の設置も何か所かしてあげてほしいなと、

ちょっとそのように思いますので、その点いかがですか。

住民生活課長 ご要望をお聞きして、設置できるところはできる限り周囲の環境等鑑みながら

設置していきたいと思います。

竹本繁夫議員 どうもありがとうございます。

次に、同じ先ほど継続要望の中で１件、河川の市川の左岸とか、ちょっとそう

いう清掃の今年度していただくということで話があったわけなんですけども、同

じ県河川の中でも雲津川のね、上流部なんですけども、特に雲津川自身も市川と

比べたらすごく幅やったて高さやったて、当たり前でございますけれども、これ

は流石いうんですか、実際そういうのは少ないけれども土砂等、また雑木が生い

茂ってますので、水が流れる、流石、そういったものがすごく少なくなっており

ますんで、泥上げのしゅんせつとか、そういったものがすごく必要な箇所が多い

と感じるわけなんですけども、そういった特に多い箇所について、要望があれば

検討していただけますか。

まちづくり課長 兵庫県のほうからは「雲津川のしゅんせつ、また雑草とかの除去につきまし

ては、現地確認の上、ほかの河川の状況も見ながら、優先性や緊急性を考慮し、

適宜実施していきます」という回答をいただいてます。町としましても、県と一

緒に現地のほうを確認させていただきながら、今後も引き続き、適切な維持管理

の実施を県に対して要望していきたいと思います。

竹本繁夫議員 よろしくお願いしたいと思います。たしか町のほうも、事業費の半分ぐらい県

の事業費だけでなく一緒になってやってもらっているということを聞いてますん

で、その点も併せてお願いしたいと思います。

それでは、次に防災・災害対応について質問させていただきたいと思います。

災害が起こったときには本当に大変ということもあるわけなんですけども、や

はり非常時、またこうなるまでに、事前にやはりこれまで準備しておかなければ

ならないものが、いろんなものがあると思うわけなんですけども、私は、この災

害が起こったときに何が一番備蓄品として大事と思われておるのか、執行部とし

ての考え方を教えてほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。

住民生活課長 一時的な滞在避難、そういったものに最低限必要な食料や生活用品、衛生用品、

また応急復旧に必要な資機材等、その時々の状況や場面に応じて、大事なもの、

必要なものというものは多様になりますが、どのような状況におきましても即時
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に対応できるよう備蓄品の充実に努めてまいります。

竹本繁夫議員 いい回答いただきまして、本当に何が起こるか分からないのが災害でございま

すんで、そういうことも含めて、日頃からの訓練も併せてよろしくお願いしたい

と思います。

次に、給食センターを私は防災拠点の一つに考えたらどうかなという考え方で

提案させていただきたいなと思います。

ふだんは学校給食を提供しつつ、大災害時には非常時には備蓄する食料などを、

そして自家発電機を使って炊き出しを担うことができる一番の施設と思っておる

わけなんですけども、ただ米飯は学校給食は別のところで福崎町はされておられ

るということの話の中で、先日、淡路市のほうでは災害対応も兼ねた給食センタ

ーと考えており、名前も防災あんしんセンターと名づけておる中で、建物がそう

いったものを建てておられます。その施設は１階では日々の給食を作り、災害時

には炊き出しが行われる。また３，０００食もの多人数用のおにぎり、米飯がで

きるという施設でございます。当町においても、そういった大災害に対応する一

つの施設として、今米飯は別としても、何かこういう給食センターのほうででき

ることはないかなと思うわけなんですけども、どうでしょうか。

住民生活課長 ご質問にありますような災害対応機能を有した給食センター、そういったもの

全国１１か所防災あんしんセンターというものがあるんですけども、そういった

性質とはかけ離れておりますけども、地域防災計画の中では災害時における被災

者に対する食料の供給対策としまして、食料の調理・加工ができる町立給食セン

ターを一次的に炊き出し場に当てるというふうに定めております。そういった意

味では防災拠点の一つになるのではないかなというふうに考えております。しか

しながら議員おっしゃいますとおり、学校給食が再開される際には、炊き出し場

として活用することが困難なこと、また米の炊飯機能を有していないこと、そう

いったことを考えますと、ほかの場所やほかの機能、そういったものを組み合わ

せた対応が必要となってこようかと思います。

竹本繁夫議員 今の施設では、多分そういったことが限界であろうなと。でも今後給食センタ

ーにおいても、やはり老朽化し、また改修していく時期があろうと思いますんで、

そういうようなことの中でも位置づけに考えて、将来に向けて考えておいてほし

いなというところで提案していきたいなと思います。

次に、福崎町内のコンビニエンスストアが何か所かあります。そういうような

中で災害時に生活のインフラとしても、そういった施設が指定の公共機関という

非常時については一緒に役割を担えていける、現在、町はいろんな事業者と災害

時の協定も結んでおられると思いますので、これまで協定を事業者と何者ほど結

んでおられるのか、またその内容の協定はどんな内容なのかもちょっと併せて教

えていただきたいと思います。

住民生活課長 現在災害に関する協定は２４件、現時点で締結をしております。その内容は

様々なもので、スーパーやホームセンターとは食料品や生活用品について優先か

つ安定的に供給をしてもらうといった内容の協定、それから福崎町経営者協会と

は、資機材、物資、施設の提供などについて、またＬＰガス協会とのガスや燃焼

機器の優先供給に係るもの、またヤフー株式会社とは、災害時の情報発信につい

ての協定など、そういったものを締結しております。

また自治体間におきましては、人員の応援要請や水道の給水応援、それから廃

棄物処理に係る相互応援協定などがあります。

議 長 質問の途中ですが、暫時休憩いたします。

◇
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休憩 午前 ９時５９分

再開 午前１０時０３分

◇

議 長 会議を再開いたします。

竹本繁夫議員 先ほど２４件の協定を結んでおられるということでございます。その内容は多

種多様に結ばれておるということで、これはもう本当にそういった町だけで準備

しておくいうのも、本当に大変なことでございますんで、そういった事業者のほ

うの協力を得ながら、町民の安全安心に、何か非常時が起こったときには、こう

いった助けが、業者と、こう結んでおるから、応援体制ができるというのは、一

つは安心材料につながるんではないかなと、ちょっと思いますんで、ありがとう

ございます。

次に、最後の質問でございます。振り込め詐欺の対策についてでございますけ

ども、これは本当にこの振り込め詐欺いうんですか、何でもそうなんですけど詐

欺いうたらいろんなこれも種類があって、どれを言っていいのか分からないんで

すけども、一つはこのたび、５月にも広報されておりましたように、固定電話に

対して補助が出るということで、録音機能がついた電話機を購入したら、１万円

の補助がありますよということで掲載されておりましたけども、現在まで町のほ

うに対して申込みの件数は何件ほどあったのですか。

住民生活課長 昨日の時点で１５件の申請がありました。

竹本繁夫議員 私が思った数字よりかなり少ないかなと本当に思います。でもそれまでにも、

個人のほうで事前にそういった機能つきの電話機をつけておられる方が、これは

もう多いなと思います。もう本当にこういう詐欺に、福崎町だけじゃなくて全国

的にはもうすごく詐欺に遭われた方が金額も増えておるというのは、これは実態

でございます。もちろんインターネットが進んでおりますんで、電話機だけじゃ

なくてそういったもの、ＳＮＳを通じたり、スマホを通じたり、いろんなことで

詐欺も手口が多種多様に分かれてます。最近も投資を募って現金を振り込ませる。

そして、携帯電話会社や行政、宅配業者を装って個人情報の入力を求めたりする

など、本当に巧妙で悪質化しております。株についても１月から始まりました新

ＮＩＳＡなどの投資関連についても、また携帯電話会社や運送会社から通話料金

の未払いや再配達を知らせるメールが突然送られてきます。何回も振り込んでな

い、支払われてない電気料金でも、この辺におっても東京電力のほうからまだ払

ってないとかいうメールとかいうのが、本当に来ております。

でもこういう行為が、スマホに対してもそうですけども、住民に少しでも安全

安心していくためにも、こういったものは、詐欺が多いから、むやみに関わらな

い、またそういったものを危機意識を持ってもらえるようなことを町としても広

報活動を、さらなる啓発をしてほしいなと思うわけなんですけども、いかがでご

ざいますか。

地域振興課長 神崎郡消費生活中核センター、生活科学センター内の機関でございますが、出

前講座や生活科学センター内の行事ごとに詐欺等の啓発講話、それからチラシの

配布を行ったり、相談に来所された方にチラシを配布したりしております。また

警察とも連携して被害防止対策キャンペーン活動も実施しているところでござい

ます。

竹本繁夫議員 事あるごとに今課長のほうから回答していただきました出前講座とか、警察と

も連携しながらという回答をいただいたわけなんですけども、これは本当にこれ

からそういった中で様々な会議に、またイベント等あるたびに啓発活動を行って

いただきたいなと、そういうふうに思ってます。
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それで福崎町内で、だまされた、また、住民からそういった相談事がどれぐら

いの問合せがあったのか、件数をちょっと教えていただいたら。金額面、だまさ

れた金額がもし分かれば、そのことも含めて教えていただきたいと、そのように

思います。

地域振興課長 令和５年度ですが、センターが受けたネット詐欺等の相談件数についてでござ

います。大手携帯会社、それから法務省を名乗った不審な電話による相談が１１

件、それからフィッシングと思われる大手携帯電話会社・国の機関等かたった不

審なメール・ＳＮＳに関する相談が９件、それからネット詐欺６件、還付金詐欺

未遂１件で、全部で２７件でございます。

それから令和６年度４月から５月、それらに関する相談はありません。

また、兵庫県の警察ですが、兵庫県警の認知件数については、令和５年度１，

２２４件、被害額は１９億９，０００万円、前年度に比べますと１４％増えてお

るということでございまして、そのうち高齢者は８０％を占めております。検挙

数は１９２件となっているところでございまして、福崎警察署管内でございます

が、認知されているものにつきましては１件、被害額は約８０万円でございます。

センターでは、相談に対する解決のお手伝いをしておりまして、内容によって

は警察、それから弁護士、これ無料の相談がございます。それらに相談をかける

ように説明をしております。また、県の消費生活の部局とも連携を密にしまして、

安全安心な住民生活を目指して取り組んでいるところでございます。

竹本繁夫議員 本当に大変多数の件数が県内では起こっております。幸いなことに、１件がい

いとかいうことではありませんけれども、本当に最小の数で報告聞かせていただ

いた中では、少しは安心しております。

実際、こういう質問させていただく中では、私にもメールでそういったものが

すごく毎日のように入ってきておりますので、本当にそういうことに関わらない

でも大丈夫ですよということを住民に安心な場を、安全な場を設けていただく、

そういったことが広報活動の一環、また、先ほども答えていただいた出前講座の

こと、そして町もいろいろイベントある中で、そういったものを配布していただ

き、町民に少しでもこういったものが、詐欺が頻繁に起こっておるということを

理解していただくために、再三くどいように啓発活動をしていただきたいなと、

そういう取組をよろしくお願いしまして、私の一般質問をこれで終わりたいと思

います。どうもありがとうございます。

議 長 以上で、竹本繁夫議員の一般質問を終わります。

次、６番目の質問者は、三輪一朝議員であります。

質問の項目は

１、上井郷水路（農業用水路）における福崎町域部の福崎町管理化（河川指定）

による治水力強化と諸対応について

２、償却資産税の捕捉と税収について

以上、三輪議員。

三輪一朝議員 失礼いたします。議席番号１３番、三輪でございます。

議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。

まず１つ目の質問でございます。上井郷という農業用水路に係る質問でありま

す。

こちらについて先に述べる前にですね、行政の役割なり、政治がしてきたこと

というところの中で、世の中が変化してきた、あるいは変化しつつある状況では

ですね、これまで自治体、あるいは国はその変化に対応する取組を進めてきてい

るわけであります。その例とすれば、道路、あるいは橋梁整備、下水道の整備、
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長寿命ですね、長生きの関係から介護保険であるとか、後期高齢者に係るそうい

った制度がその例であろうと思うのです。

このたび私は上井郷という農業用水路をテーマとさせていただいているのです

が、これから述べていきます農業用水路が潤す土地利用に係る変化もその住民に

直接関わるところであろうというところから、質問をさせていただくわけでござ

います。

議長に許可を求めたいのですが、資料の配付につきましてお願いをいたします。

議 長 許可いたします。

暫時休憩いたします。

◇

休憩 午前１０時１６分

再開 午前１０時１７分

◇

議 長 会議を再開いたします。

三輪一朝議員 先ほど許可をいただきまして、資料を配付させていただきました。

これはこの地図の中身から説明させていただかないと、後の質問というところ

につながりませんので、少々お時間を頂戴して説明させていただきます。

皆様方にお配りしておるのはＡ３サイズの縦の用紙であります。黒い太い線が

北から南、Ａ３を縦にしますと上が北、下側が南になります。これが上井郷農業

用水路であります。そしてこの地図の左側、方向でいうと西側に当たりますが、

点線の太い線を引いております。これが下井郷と呼ばれている水路でありまして、

従来から上井郷はですね、この太い実線と太い点線の間についての水田、ほ場を

かんがいしてきたわけであります。それと併せてお伝えしておきたいのが、この

太い実線の右側、地図でいうと東側に当たるエリアに色づけしたエリアがありま

す。これは上井郷にですね、雨水が入ってくる。つまり上井郷の集水しているエ

リアであります。そしてこのエリアなんですが、ピンクで示されたエリアが従来

田んぼであったところが、店舗であったり住宅であったり、変わってきたところ

です。一部黄色のところは従来から宅地なりであったところ。そしてこの太い線、

実線の右側ですけど、グリーンのところは従来から田んぼであったのが今も田ん

ぼであるという、そういった線であります。そしてまた下井郷の太い点線とその

右側の上井郷の実線のエリアなんですが、赤で塗り込んだところがあります。こ

れは従来、田んぼであったところが田んぼでなくなったエリアになります。黄色

のエリアは従来から家屋であったり、ここでは田原小学校が黄色になっておった

りしますが、そういったエリアであります。一部、上井郷と下井郷に挟まれたエ

リアにつきましても若干農地が残っている緑の部分でありますが、あるのが散見

されると思います。

この上井郷なんですが、取水はですね、市川町の岡部川から取水してございま

して、この実線の太い黒い線ですね、市川の左岸でありますと、河岸段丘とです

ね、その氾濫原を境界付近になると思うんですが、これを北から南へ南下、南流

しているというところであります。

福崎町におきましては井ノ口、北野、辻川、田尻、西光寺、中島を経て姫路市

船津町の八幡に通じているものであります。

この太い実線と太い点線に挟まれた区域はほぼ水田であったようなことと捉え

てもいいのじゃないかなと思います。あと播但連絡道路であったり中国縦貫道、

そのインターチェンジ、あるいは店舗などなどで緑部分がなくなって赤いべた塗

りになってきたというところであります。
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この上井郷の水路につきましては、水路の開設、江戸期であったと思いますが、

広大なほ場をかんがいしてきたということであります。

私の記憶によりますと中国縦貫道の建設前、約５５年前ぐらいになりましょう

か。当時の田原中学校、今の田原小学校のグラウンドの東端ぐらいから西光寺の

仁王門付近の方向を望みますと視界を遮るものがなかった、つまり仁王門が見え

たということも記憶しております。言い換えれば、上井郷の水路がかんがいに活

躍していた頃、時期であったんだろうと思うのです。

そしてこの用水路なんですが、ご覧のとおり、今申し上げた集落名の中ではほ

とんど農業用水、この時期、田植の時期なんですがほとんど見かけないような状

況になってきてまして、ざっと面積をですね、計算してみたんですが、水路の面

積はこの福崎南ランプのところ、南のほうですね、色を塗っておりますが、それ

より北でという限定になりますが、残存農地は５５年ぐらい前の５％未満であろ

うと思います。

そういったところからですね、あと船津町八幡のほうではあんまり田んぼから

田んぼ以外、農地以外に転用されてないと聞いておりまして、水需要のほとんど

が船津の八幡が占めていると関係者から聞いておるところであります。また、Ｇ

ｏｏｇｌｅの地図とかで見ましても航空写真で見ましても、田んぼがかなり残っ

ているということでは思っております。これはあくまでも私見であります。

そういったところからお尋ねしたいのですが現時点では同水路、上井郷水路の

農業用水の需要の大半については、姫路市船津町八幡が占めていることについて

当局はどうお考えなのか、お尋ねをいたします。

農林振興課長 農業用水路として農作物のために必要なかんがいにおきましては、質問議員が

言われていますように、現時点でいいますと受益の大半を姫路市船津町の八幡が

占めているという見解になろうかと思います。

三輪一朝議員 当局も同じ見解であったというところでご回答を頂戴しました。

それとあと一方、先ほどの地図をご覧いただいたところでも、目で確認いただ

いたと思うのですが、この太字の実線が上井郷なんですが、この太線の右側なん

ですね、これは上井郷が雨水を集水、水を集めているエリアです。つまり上井郷

のほうが標高が低くて、この上井郷の右側、そこより標高が高くて、上井郷のほ

うに水が入っているエリアということになります。

ここで地図もご覧いただきますと、中段の右側ですね、右のほうに大門の公民

館という丸印に矢印、文字でもお示ししてございますが、このエリア付近の水も

落ヶ池というため池、田尻に水利権があるため池でございますが、ここを経由し

て播但道沿いに南流して上井郷に流入しているという、そういったことも分かる

地図であります。

一方、朱で、赤色で塗っておりますので分かりづらいのかもしれませんが、シ

ョッピング、買物ができるライフの少し南でありますとか、あるいはすいません、

ライフの東ですね、それとホームセンターのナンバの南辺りも一面が田んぼにあ

ったのが朱色に、赤に変わっているというところの中で、ほとんど田んぼがなく

なっているということもお分かりになれると思います。このナンバの南のエリア

ではですね、開発が進んできたことで、このエリアは田尻区になりますが、１戸

が床下浸水したことは担当課もご存じであろうかと思います。

またこういったことで一気に上井郷に雨水が流入するということで溢水のリス

クが以前よりは保水力の関係で高まっているというところであります。そして町

当局もご存じだろうと思うのですが、上井郷については、自然勾配に乏しく、流

下能力、南のほうに持っていく能力が低いというにもかかわらず、この実線の右
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側、つまり雨水の受け口となっていることにも治水上の問題もあって、この地図

である仁王門の付近に川すそ川を接続させるという排水機能を高めようというと

ころであろうと思うのです。

そういったことで質問させていただくのですが、上井郷がかんがいしてきた田

の急減ということで今農林振興課長様から言葉もいただいたんですが、この福崎

町域におけるこの上井郷の有する機能でありますが、ほぼ排水路機能、これは言

い過ぎかもしれないんですが、排水路機能に特化してきている。申し上げたよう

に八幡のほうではまだまだ農業用水路という性格はあるのですが、福崎町域にお

いては、ほぼ排水路機能に特化してきてしまっている。５０年とか、そういった

時代がそうさせてきたのですが、そういったことに私は感じているのですが、こ

のことに係る見解はいかがでしょうか。

農林振興課長 上井郷水路が、現代においてはほぼ排水路に特化していると思われるのは、そ

う思われても仕方がないのかなとは思いますが、そもそも歴史的にはかんがい用

の水路として造られ、今では農作物のための農業用水ばかりではなく、近隣の宅

地等の雨水排水用としての、また土砂やごみが堆積し、通水機能の低下を生じさ

せない水路の維持用水としての役割や、親水・景観保全・生態系保全などの機能

を持った環境用水、消防用水利施設としましての防火用水など、様々な機能を有

していると思っております。

議 長 質問の途中ですが、しばらく休憩いたします。

再開を１０時４５分といたします。

◇

休憩 午前１０時２８分

再開 午前１０時４４分

◇

議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

なお、冨田議員から早退届が提出されましたので報告しておきます。

三輪一朝議員 休憩前に引き続いて質問をさせていただきます。

次の質問でございます。先ほどまでの質問の中で、この上井郷よりも標高の高

い区域、この地図で申しますと、太い実線の右側、方向でいうと東側の一部、各

集落の一部になるんですが、そこのエリアから雨水が流入しているということを

申し上げました。

そして再び申し上げるんですが、この地図でいう大門公民館の東の辺りから落

ヶ池を経由して上井郷に合流する水路がございます。これらのこの水路の集水面

積といいますか、水を集めるエリア、区域なんですが、町指定河川、町内にはい

ろいろな町指定河川がございます。この地図では示しておりませんけど、中播消

防署とか福崎警察署付近の南流、南を流れる戸崎川であるとか、そしてその付近

になりますが、新町区域を南に流れる下河原川というんでしょうか、そういった

それぞれの集水面積と比較しても遜色はないのではないかと思われます。

ということでその戸崎川、あるいは下河原川がそれぞれ町指定河川とされて、

今申し上げた大門公民館の東辺りから落ヶ池を経て、上井に合流する水路が町指

定の河川でないのはなぜかをお尋ねをいたします。

まちづくり課長 町河川、普通河川でございますが、こちらの指定基準の中には河川の下流端

が、国・県の管理河川もしくは普通河川に合流していること、並びに河川の主目

的が排水であり、農業用水、その他の用水としての要素が少ない河川となってお

ります。上井郷水路につきましては、これらの基準に該当していないため、普通

河川として指定はしておりません。
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三輪一朝議員 私が考えていたとおりだなということは思いました。

とはいえですね、今まで申し上げてきた中の内容と連動、関係してくるのです

が、町指定河川とはならずとも、この今申し上げた大門公民館辺りからの水が上

井郷に入ってくるというところで、なおかつ上井郷が排水路機能もあるというご

答弁を頂戴したのですが、勾配がない、あるいは一時部分的には逆勾配であると

いうふうなこともあるようなんですが、その相当な水位、高く水位を保たないと

八幡のほうに水が送れないという、この同水路の性格もあってですね、一時的に

ざっと短時間で雨が降ると、西光寺の仁王門辺りから溢水をしてきたという歴史

がございます。

その中でここしばらく、数か月前なんでしょうか、この地図の左下辺りの福崎

南ランプとですね、この地図でいうと右ですね、福崎南ランプと福崎東中学を結

ぶ太い道路がありますが、この交点あたりの上井郷から溢水をしたということも

聞いております。

そういったところで雨水流入によって生じた部分もその影響はかなり大きいと

思うのですが、この溢水対応について、同水路関係集落あるいは関係農業者が溢

水対応の主体となっているようにもお聞きしております。治水という観点では、

人間の生命・財産・生活を守るための事業であって、自治体の責務であろうとは

思うのですが、この上井郷が農業用水であるから、やっぱり主因が一時的な降雨

にせよ、自治体が溢水対応の主体でないのか。なぜやっぱりそうなのかというこ

とでお尋ねをいたします。

上下水道課長 上井郷水路に限らずですね、ほかの水路においても溢水があった場合は、町や

地元の水防団、それから町の担当課も協力して対応を行っているところでありま

す。

溢水の原因の一つにはですね、議員おっしゃるように、上流からの雨水の流入

も大きく関係していると認識しておりますので、そういった意味では、農業用水

路であったとしても治水として捉えなければならない部分もあるというふうに考

えております。

しかしながら、この上井郷水路においては、農業用水路の機能を十分に発揮さ

せながら、同時に雨水排水の機能を持たせるということは、大変難しくてですね、

溢水対策としましては、現在別のルートで雨水を排除するべく計画を持っており

ます。ご承知のとおりの川すそ雨水幹線工事であります。計画では、仁王門から

水路を分岐させまして新たな排水ルートで雨水を排除する、こういった工事を進

めていこうとしております。この工事が完了しますと付近の溢水が大きく解消さ

れるというふうに考えております。

三輪一朝議員 上下水道課長様からも言葉があったように、仁王門付近に川すそ川が接続され

るというところについては大いにその効果を期待したいところであります。

とはいえ、農業用水としての一部の需要はまだ、福崎町域でも残っていること

も事実です。とはいえ、今後、いろいろな変化も起こってこようかと思うのです。

その先にはですね、この上井郷について、受水の大半のメリットを享受しておる

八幡ということになりますので、姫路市との協議を始める必要性というところも

思ったりしております。

つまり福崎町域でほぼ田んぼがなくなって、受水のメリットを受けているのが

八幡であるとすると、また各課長様からもお言葉があったように、排水路という

機能が町内においては主体であろうというところもあった中で、そして一部残っ

ております上井郷の受水に係る農業者についても高齢化が進んできて農地として

の利用がなされなくなる等々の問題も起こってこようかと思います。
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そういったことで、今後、抜本的な対策がいずれせざるを得ないのではないか

と、ただ農業用水という性格は当然大切なのですが、この質問の冒頭に申し上げ

ましたように世の中の環境、状況がこの用水ということですと田んぼということ

になりますので、そういったことも含めて急変、５０年という時間は長いようで

すが急変という言葉を使うとかなり変わってきておりますので、何らかの対応が

必要であろうと思うのです。

その中で重複して申し上げることになりますが、福崎町域には、農業用水路の

機能がほぼなくなるというか、ニーズが不要だという事態も想定されてこよう。

そして、ということで町内では、この水路に係る便益の受給者が当然ゼロとなる

というとことひっついてきますので、この水路の維持主体としては姫路市の八幡

地区がなってですね、その協議ということも将来的にどうなるんだろうというと

ころが。

そして現時点におきましても八幡のほうに農業用水を送るというニーズは引き

続いてあるということ、そして治水という観点から、これは福崎町域部になるん

ですが、仁王門辺りの川すそ川の接続なりというところの手配も必要、実際やっ

てきていただいておりますので、そのニーズは依然として残るであろうというこ

と。

そしてもう一方では同水路、この水路は経年劣化が進行していることなどなど

ですね、いろいろなことを申し上げましたけど、この上井郷の水路に係るその対

応なんですが、将来的にやっぱり考えておくべきであろうと思うのです。上井郷

と下井郷の間は、ほぼ農地から別の用地に転用されですね、ある意味福崎町は、

固定資産税収もあってですね、そのメリットを受けているわけですから、また住

宅地にもなっていくわけですからこの治水ということについても考えていただく

時期が近づいているのではないかと思います。

これについて質問を求めようとしたのですが、これはお願いということで早く

考えていただくべきことだという認識の下で、この１つ目の上井郷に係る一般質

問を終えさせていただきます。

次の質問でございます。償却資産税の捕捉と税収についてであります。

まず税というところの持つ意味合いなんですが、適正かつ公平な課税の実現は

納税する側にとって極めて重要な事項であると思うのです。そしてこの償却資産

税ということになりますと、整理させていただきますと簡単に申し上げますけど、

事業をするもの、事業体、会社ですね、この事業体において所得税や法人税など

と同様に納税者が自ら申告を行うことで税額を確定させ納税する申告納税制度を

採用しております。この償却資産税については、事業用の土地、家屋、軽自動車、

一部の例外の自動車を除いた事業用の機械や備品、建物附属設備などの償却資産

に課税する固定資産税であります。毎年元日の時点で保有している償却資産につ

いて、福崎町に申告して対象となる資産価値の１．４％を福崎町に納税するもの

であって、申告の受理、課税、徴収まで福崎町が行うものでございます。

町内で事業を行っていらっしゃる方がですね、事業を行うについては課税対象

となる何らかの償却資産を有していることが大半であろうと思うのです。

償却資産税について税制審議会、政府の関係する審議会なんですが、２０１６

年１２月に次、これから申し上げます、次の制度執行上の問題があるということ

で発表しております。

まず１つ目であります。地方税法の規定では、市町村長は償却資産税において、

毎年少なくとも１回は実地調査を行うこととされているが、多くの市町村におい

てはほとんど調査がなされておらず、課税客体、つまりどのような課税対象資産
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があるかの捕捉、捉えることが不十分であるという執行上の問題があると申し述

べています。

２つ目の問題です。現行の償却資産に係る固定資産税の課税の実態からは納税

者間の公平が損なわれているとともに、納税者の税制に対する信頼を損なうおそ

れがあるとまで言っております。

そして、税制審議会は自治体によります課税客体の捕捉をしようとした場合、

次の執行上の問題があるとも言っております。

３つありまして、１つ目が、税務職員の人員不足が恒常化しているために、調

査が実施できていない。２つ目です。税務職員の知識、経験不足から立入調査が

実施できていない。最後の３つ目であります。調査手法が確立されていない上に、

市町村間で共有されていないなどなど税制審議会が指摘をしております。

そういったところで質問に入りたいと思います。まず最初の質問でございます。

福崎町内における事業者数は幾つあるのか。そのうち実質的に事業を行ってい

る事業者数はどうなのか、お尋ねをいたします。

税 務 課 長 令和３年の経済センサスを見ますと、事業所数は１，１５６事業所となって

おります。そのうち９２９事業所が事業を行っておりまして、調査時点で廃業と

なっている事業所は２２７事業所となっております。

三輪一朝議員 実際の活動を行っている企業との差異が当然生じているわけです。

そしたら今お聞きしました事業者数があるわけなんですが、このうち福崎町に

償却資産の申告書面を提出している事業者数は幾つあるのか、お尋ねをいたしま

す。

税 務 課 長 令和６年度課税分でいいますと、１，０４４件でございます。

三輪一朝議員 比較的多くの事業者が提出していらっしゃると思います。ただその中で償却資

産税の納税の取り決め、ルールがあるのですが、この償却資産税課税の免税点が

課税標準額が１５０万円以上あったら申告、課税対象となるということですので、

償却資産税の申告の事業者数等のずれも当然生じてくるわけです。

そうしますと、今お聞きした千何がしという数字と関係しているわけなんです

が、次の質問になりますが、事業者は償却資産の申告義務があるものの申告しな

いことから福崎町が捕捉できていない事業者が存在する可能性についてどう捉え

ていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。

税 務 課 長 町が償却資産について、全ての事業者の状況を把握できているかといえば、

できていないと思います。申告が漏れなく確実に行われることは、適正・公平な

課税事務を遂行していく上で極めて重要でありますので、どのように捕捉してい

くかは今後の課題であると考えております。

三輪一朝議員 あと情報もなかなか難しいとは思うのですが、各事業者の状況なんですが、事

業者単位でその対象となる償却資産に係る知識、納税に係る知識がないことから、

一旦は申告しているんだけど、対象となる償却資産の全てを申告していない可能

性についてもどう捉えていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。

税 務 課 長 償却資産申告の手引きというものを作成しておりまして、対象の資産となる

ものや申告書の記載方法等については説明をしておりますが、漏れがあるかどう

かまでは確認ができていないというような状況です。資産を多数所有している事

業者などには税理士が担当している場合が多く、その場合は適切な申告ができて

いると認識しております。

三輪一朝議員 その税理士の関わり方にもよるんですが、全ての資産というところでは微妙な

部分があろうかと思います。

そうしましたら、あと福崎町としてですね、償却資産税の課税に係る課税客体
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の捕捉についてなんですけど、事業者が償却資産税の申告書面を出してくと思い

ます。それ以外で福崎町が何か利用している手段とか書式、そういった情報とか、

またそういったものがあったらその利用方法がありましたらお尋ねをいたします。

税 務 課 長 航空写真、太陽光発電の確認とかですね、そういったことに使う航空写真、

あと法人町民税に係る設立・開設届、建築確認申請、営業許可の認定の状況等、

あらゆる課税に必要なデータを収集しております。

三輪一朝議員 その部分についてはきちっとされているように思います。

そうしますと、このたびの質問の主体のところに入っていくわけなんですが、

自治体による償却資産の捕捉というところ、その事業者の調査ができるというと

ころに係る内容に入っていくわけなんですが、この自治体による償却資産の確認

調査についての法規定がございまして、１つ目として償却資産の申告内容が適正

であることを確認するために地方税法第３５３条及び第４０８条に基づいて、問

合せや資料の提供依頼、実地調査ができるということ。２つ目として、地方税法

第３５４条の２に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行う

ことができる、当該のデータをもらえるという確認ができるというところを定め

ているようです。

そして今度、納税者たる事業者側の視点について申し上げたいと思うのですが、

１つ目なんですけど、事業者は節税といいますか、合法的にしたいというところ

はあるのは当然であるのですが、償却資産税はですね、この町役場、町に申告す

る場合、保有している償却資産の申告イコール納税という捉え方をしますと、納

税額を減少させたいということから、全ての保有償却資産を申告しないという心

理が働く可能性があります。それと全く、次の心理なんですが、全ての償却資産

を申告しようという、そうした税務関係のことがあるわけなんですが、これは法

人額算定において損益計算書の保有償却資産から算出がなされる減価償却費につ

いてであります。これは経費としてみなされて、事業者の利益を圧縮すること、

つまり納税額を減少させる機能があることから、この損益計算に係る部分につい

ては全ての保有償却資産を申告すると思われるわけです。これは相反する事業者

側の思いが生まれてきやすいという部分があります。

そういったところから、先段で申し上げました地方税法とかに何条とか申し上

げましたけど、そういった調査は有効に働く場合があるのではないかと思うこと

から質問をさせていただきます。

今申し上げました地方税法の３５３条とか４０８条、また３５４条とか、申し

上げましたが、福崎町における償却資産税の課税客体の捕捉について調査をなさ

れているのかお尋ねをいたします。

税 務 課 長 地方税法第３５３条の質問検査権に基づいて、申告書の受理後、不備や疑義

がある場合、電話での問合せを行っております。また地方税法第３５４条の２に

基づく税務署への閲覧も実施しております。

地方税法第４０８条における実地調査につきましては、本格的なものとは違う

かもしれませんが、家屋の新築に伴う店舗等の場合、家屋評価時に設備の状況も

確認し、償却資産についての説明や申告を促し、家屋図面等からも申告の内容を

照合しております。

三輪一朝議員 前向きに捉えていらっしゃるというところを把握したのですが、この捕捉とい

うところで、実施されているというところなんですが、このそれぞれの３５３条

であるとか、３５４条について実施が始まったのはいつ頃からなのか、お尋ねを

いたします。

税 務 課 長 税務署の閲覧についてはかなり以前から行われていたというように思うので
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すが、記録に残っておりますのは、平成１７年に市川町と合同で実施したのが最

初でございます。電話等での問合せなどについてはいつから始まったかまでは不

明です。

三輪一朝議員 そうしましたらこの問合せなど調査でですね、捕捉できた資産数の累計とか、

捕捉できた税額とかについてデータがありましたら、直近の年度で結構ですので、

お示しください。

税 務 課 長 令和５年度の調査実績となりますけれども、税務署での閲覧２１件実施して

おります。また保健所等への営業許可照会なども７件、太陽光発電の照会、経済

産業省に行う照会、捕捉償却累計につきましては、閲覧に基づいて発見した資産

は３件、営業許可においては４７件の資産を発見しております。

税収につきましては、税務署閲覧において課税標準額でいいますと、約７７万

円。税額にいいますと免税点未満のこともございますので、税収についてはゼロ

円になります。

営業許可照会結果に基づく課税標準額については、約９８０万円が見つかりま

したが、これも税額にすると免税点未満の分もありますので、税額にいいますと

６万６，２００円ということになります。

結果につきましては、工業団地にあるような大きな事業所は、税理士がおり適

正に申告をしていると思われますので、調査に上がってくる事業者自体が小規模

のものが多いため、結果として税収増にはあまりつながっていないというような

状況でございます。

三輪一朝議員 かなり進んだといいますか、法に基づいた調査もなされているというところで

あります。

その中でですね、申告があった事業者についての質問なりその関係の答弁を頂

戴したわけなんですが、償却資産税の申告書面、償却資産がなしという申告があ

った場合はどういうふうなアクションを取っておられるのかお尋ねをいたします。

税 務 課 長 資本金の大きなところや、外見から機械等を所有すると思われるものにつき

ましては、税務署での閲覧の調査を実施しております。

三輪一朝議員 事業体ですので何年かもう事業をするわけなんですが、過去に資産なしと申告

があって以来ですね、その翌年以降全く申告がない場合とかがそういった場合に

ついてはどのようなアクションを取っておられるのかお尋ねをいたします。

税 務 課 長 税務署の閲覧調査を行っております。また申告書を毎年送付し、継続して申

告案内をしております。

三輪一朝議員 ある一定のレベルのアクションを取っていらっしゃるということで思います。

あと捕捉というところの観点でですね、取り組みやすいというところから実施

していらっしゃるところもあると思うのですが、自治体におきましてはですね、

ホームページとかを見る限りなんですが、例えば栃木県の矢板市、神奈川県藤沢

市、滋賀県野洲市、あと富田林市、北九州市などなど償却資産について地方税法

に規定に基づく調査をきちんとしますよというところまでホームページに載せて、

事業者に対してある意味牽制とも取れるような動きを取っていらっしゃる自治体

もございます。

福崎町については今税務課長からご答弁いただいたように、ある一定の部分を

していらっしゃるのですが、そのより一層の課税の公平、税制に対する信頼確保

のまたいただいた数字では税収としてはそんなに多くないとはいえですね、公平

性に係る事業者の思いは非常に大切であります。

そういったこともあってですね、これは最後の質問になりますが、尾﨑町長に

お尋ねをしたいのですが、こういった税収並びに課税の公平の観点等々からです
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ね、これ以上にですね、本町は課税に係る取組をしていくのか、お尋ねをいたし

ます。またその必要性についてもどのように捉えていらっしゃるのか、お尋ねを

いたします。

町 長 固定資産税は住民税とともに財政を支える基幹税でございます。固定資産税を

安定的に確保していくためには、納税者の信頼が必要不可欠であり、制度などに

ついての知識や関心を持っていただくことは重要なことであろうと考えておりま

す。

適正・公平な課税を行っていく上で、申告が確実に漏れなく行われること、申

告が正確に行われるよう、研修等で担当職員のスキルアップを図りながら、課税

客体の把握、さらなる制度周知活動など、一層の取組を行っていきたいと考えて

おります。

三輪一朝議員 課税に係るところはですね、公平感というところが非常に町長もおっしゃいま

したように大事かと思いますので、一層の取組を期待いたしまして、私の一般質

問を終了させていただきます。

議 長 以上で、三輪一朝議員の一般質問を終わります。

次、７番目の質問者は、牛尾雅一議員であります。

質問の項目は

１、災害対策の取組について

２、観光振興の取組について

３、交通安全対策の取組について

以上、牛尾議員。

牛尾雅一議員 議席番号３番、牛尾雅一でございます。議長の許可をいただきましたので、一

般質問をさせていただきます。

まず最初に、１点目の災害対策の取組についてお尋ねをいたします。

元旦に発生した能登半島地震から早くも６か月が経過をいたしました。現地で

は、インフラやライフラインがまだ復旧していない地域もあり、行政職員の方や

ボランティアの方のマンパワーも不足していると聞きます。

この能登半島は、少子高齢化や過疎化の課題もあり、復興への道のりは遠く、

福崎町にとっても他人事ではないと考えております。また、近畿地方も、近年は

例年よりも遅い６月中旬の梅雨入りがなりそうで、出水期を迎えます。近年は、

ゲリラ豪雨や集中豪雨による被害も増加しており、今後は台風の季節も近づいて

まいります。自然災害はいつどこで発生するか分かりません。やはり日頃から備

えが重要ですので、福崎町の災害対策の取組についてお尋ねをいたします。

近年の異常気象によりまして、４月１６日には考えられないような大きなひょ

うが降りまして、西播、中播、加古川地域でですね、被害がありました。続きま

して５月２８日の大雨の被害状況についてお尋ねをいたします。

５月２８日も大気の状態が不安定となりまして、大雨が降り、播磨地方に大雨

警報・洪水警報が発令されました。福崎町内の被害状況はどのようなものだった

のかお尋ねをいたします。

総 務 課 長 ５月２８日の大雨でございますが、福崎町におきましては警報は発令はされ

ず、大雨注意報と洪水注意報となっております。

町内の被害状況でございますが、町道ののり面が長さ約３メートルにわたって

崩れた箇所がございました。これは道路の通行自体には支障のないものでござい

ました。また河川、二級河川の市川ですね、市川の新町大井堰で、隔壁の一部の

倒伏がございました。

以上の２件でございます。
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牛尾雅一議員 大変な雨でですね、今課長から報告がありました軽微というんですか、割と軽

微、少なくて済んでよかったなと思いました。

近年の異常気象でですね、野菜とかそういう農作物も非常にその価格が高くな

っておりましたし、畑とかなんか見ましても水浸しになってプールのような状態

でございました。ですので、今日はですね、非常に気象状況が今までに考えられ

ないような状態にあるというふうに思っております。ですので、これからお聞き

することにつきましても、常識では考えられないような被害とか、そういうこと

がまた起こり得るんじゃないかということを想定してお聞きしたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。

４月と５月、さっきも言いましたような事例から感じますが、今日の異常気象

はですね、今までに考えられないような状況でございますので、自然災害は頻繁

化、また激甚化しております。

災害対策の一つとして取組を進めておられます雨水幹線の早期完成が望まれて

おります。川すそ雨水幹線、直谷第二雨水幹線の進捗状況と、今後の計画はどの

ようになっているのかお尋ねをいたします。

上下水道課長 川すそ雨水幹線につきましては、現在、その１３としまして、播但道南ランプ

付近で工事を行っております。夜間工事で施工しておりまして、現在の進捗は３

０％程度となっております。また今後の計画ですが、今の工事が播但道のボック

スを東に抜けて、福井タイヤ前辺りまでとなりますので、続けて三鷹倉庫の手前

まで東に進めていきまして、その後川すそ川を北上して改修していく予定として

おります。

直谷第二雨水幹線につきましては、現在その３として工事を進めておりますが、

間もなく完了をいたします。今後は福田の大歳神社まで残る約７０メートルにつ

いて今年度入札を実施する予定としております。

牛尾雅一議員 大変大きな事業でございまして、今日まで大雨のたびにですね、水路があふれ、

雨水による冠水状況がですね、常態化しておりました。どちらも同じような状態

の地域がですね、この大きな事業、町がしていただくことによりまして、解消さ

れるというんですか、期待されておりますので、非常に住民の方もですね、安心

して生活していただけるようになるというふうに思いますので、引き続き進捗の

ほどよろしくお願いをいたします。

続きまして、指定避難所ですね、災害時に住民の方が避難される指定避難所の

管理についてお尋ねをいたします。

避難生活や復旧活動の拠点となる指定避難所につきまして、耐震化、バリアフ

リー化、給排水設備、空調設備、備品や備蓄などの点検や維持管理は、どのよう

に行われているのかお尋ねをいたします。

住民生活課長 各指定避難所の耐震については、第２体育館、文化センター、福崎の財産区会

館は耐震基準を満たしておりません。バリアフリー化につきましては、小中学校

の体育館、図書館、第１・第２デイサービスセンターはバリアフリーの対応をし

ております。

空調につきましては、小中学校の体育館、町有の第１体育館・第２体育館以外

は全て整備しております。

備蓄品の確認・点検につきましても定期的に行っております。

牛尾雅一議員 耐震とバリアフリー化につきましてはまだできてないところもあるということ

ですが、おおむねちゃんとしていて、ちゃんというんですか、しっかりと行って

いただいていることが分かりまして安心というんですか、しました。住民の方も

安心して避難というんですか、そういうときには、避難所の拠点として利用でき
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るというふうに考えております。

続きまして、公共施設の非常用電源についてですが、災害時に停電がいたしま

して電力供給が停止し、役場などの公共施設でパソコンやシステムがですね、使

用できなくなった場合を想定されて、電力が復旧するまで、各施設で非常用電源

は確保されているのでしょうか。また非常用電源の使用可能時間はどれくらいか

お尋ねをいたします。

総 務 課 長 役場庁舎が停電で電力供給が停止した場合の対策として、電力が復旧するま

での非常用電源として非常用の発電機を配備をしております。使用可能時間は３

日間、７２時間でございます。

牛尾雅一議員 ３日間ということですんで、災害起きましたら、二、三日というのがですね、

例えば応援とかいろいろありまして、解決が、どういうんですか、よそからの応

援があるということですので、３日間ということですので、安心をいたしました。

続きまして、非常時の役場機能の継続の運営につきまして、役場職員の方がで

すね、緊急で出勤されて現場対応されるということになりますけれども、長期化

した場合、避難とかいろんなことが長期化した場合は、役場の行政機能をどのよ

うに維持されるのかという点も重要だと思います。

そうした事態を想定されて、組織として人的・業務的な継続運営の計画や訓練

はどのように行われているのかお尋ねをいたします。

総 務 課 長 令和５年の４月に、福崎町の業務継続計画を策定をさせていただいておりま

す。災害発生時に町自らも被災をし、人、物、情報等利用できる資源に制約があ

る状況下において、優先的に実施すべき業務、非常時優先業務としておりますが、

これを特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保

等を定めているところでございます。

概要といたしましては、大規模地震発生時においては、町民の生命・身体を保

護し、被害を最小限にとどめることを第一とし、災害対応業務以外の非常時優先

業務を含む通常業務については一旦停止するとともに災害対応業務を最優先に実

施すること、非常時優先業務は災害対応業務に影響を与えない範囲で行うことと

しまして、非常時優先業務の優先順位を４段階に整理して、優先的に開始・再開

すべき業務を示しているところでございます。

訓練という部分では、本計画の確保には職員一人一人が高い意識を持つことが

必要でございます。大災害が発生した場合、従来の業務経験、知識だけでは対応

できないような事態が起こってまいります。こうした事態に備え、所属の非常時

優先業務をどのように行っていくのか、平素から職場内において話し合っていく

ことが必要と考えているところでございます。

牛尾雅一議員 ありがとうございます。大災害が起きまして交通が遮断されるということはこ

のたびの能登半島地震で大変なことになったんですが、福崎町におきましては、

周り、四方八方道路がつながっているということもありまして、そこまでのです

ね、交通が完全に遮断されるということはなかなか考えにくいというふうに思い

ますんで、交通、そういうことを考えましたら役場の職員の方は徒歩で歩いて周

りの状況、被害の状況などを見ながらというんですか、確かめながら役場に来て

いただいて、それでいろんな情報収集、意見交換いうんですか、そう思いました

が、今の答弁を聞きましたら、日頃からそういうことはよく会議とかですね、そ

ういうことされているということでございます。周りの状況というのがですね、

多くの職員の方が寄ってこられましたら、その中で分かることと思います。

そういうことといたしまして、避難所ということで体育館のですね、主に体育

館を、テレビの報道を見てましても体育館で非常に段ボールベッドとかなんとか



－20－

ってプライバシーをですね、極力守るようなシステムが最近では取られておりま

すのは目にしました。さっきちょっと答弁の中で、体育館の空調が既にできてい

るというのが第１・第２体育館で、あとちょっと聞き逃したんですが、小中学校

の体育館が、私は卒業式とかいろいろ行かせてもらったときではですね、空調が

冷暖房の空調がなかった。暖房は大きなストーブとかあれなんですけど、なかっ

たというふうに思うんです。町は、小中学校の体育館の改修は、よく町長も言わ

れました、副町長も言われてます、大規模改修の際、教育長さんも言われてるん

ですが、大規模改修の際に一体化して整備をしましたら、国とか県とかのですね、

そういう支援が厚くてですね、町の持ち出しっていうんですか、町の財政にです

ね、少しでも助かるんじゃないかというお考えだと思っております。しかしなが

らこのようにですね、大災害がいつどこでまた、今までにない規模のことが全国

的に起こってきます。また、いろんな山崎断層とか、南海トラフとかそういうよ

うな問題もありますので、私はですね、財政、今大変な事業を抱えて、財政的に

非常に苦労されているとよく分かるんですが、大規模改修を待たずしてですね、

体育館に空調ができないのかということを思うんです。といいますのはですね、

避難された方が、気候のいいときでしたらいいんでしょうけども、真夏とか真冬

とかいうことで、避難したところで二次災害というんですか、体調悪化などによ

って災害関連死っていうことも報道もされておりますので、空調設備があればで

すね、非常にお金もかかるんですが、平時の小中学生さんの、また一般の方の利

用のときのですね、スポーツクラブさんとかですね、一般の方の利用の際につき

ましても、体調管理にも役立ちますし、そしてまた災害時の備えにもなります。

ですので、ちょっとここ通告の順番というんですか、後になったんですが、そ

このところをちょっと、確実には通告に書いてないんですけど、ご意見をという

んですか、お考えを、町長お願いできますか。

議 長 すみません、それはどの部分の質問ですか。

牛尾雅一議員 体育館にですね、大規模改修のときじゃなしに災害が激甚化しているんでいつ

なるか分からないんで、大規模改修を待たずして、体育館に空調が入らないかと

いうことで、はい、すいません。

町 長 私の重要施策っていうんですか、大切に思っている施策の第一番は、子育て支

援と教育環境の充実ということを常々申し上げております。その観点からですね、

今おっしゃっている体育館の空調設備設置ということも大事なことだろうという

ふうに思っております。

教育委員会が以前から申し上げておりますように、今ですね、学校施設長寿命

化計画というのを今年度検討をするということになってございまして、私はその

中に学校の空調設備の設置という点は早く入れてほしいということを指示してい

きたいと、このように思っております。

牛尾雅一議員 ありがとうございます。教育長さん、またよろしくお願いいたします。いえい

え、答弁はいいんです。今ね、町長が言うてくださったんで。

それではですね、続きまして、備蓄品についてなんですが、これ質問、先、竹

本議員の質問もありましたので、備蓄品はですね、水とか食料品をはじめ町内で

３か所あるんですかね。防災備蓄倉庫にですね、きちっと備え付けてありまして、

食料品とか水とかいうのは賞味期限が近づいてきましたら、私の自治会でも防災

訓練とか何かのときに、町のほうがこれ使ってもらっていいんですよとかいって

譲ってもらったということでもらいました。ですんで、そのように有効活用をし

ていただいて、そしてまた最近ではですね、保存期間が長くもって、品物も安全

なものというのは、いろいろ技術革新でできてますんで、そこらもまた備蓄品の
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見直しというんですかね、保存期間が長いもののほうがいんじゃないか。何か水

という、お茶とか水というのも、ペットボトルに光を通さなかったら何か１０年

もつとかなんとかいって、そういうようなことも聞いたりもしますので、そこら

を含めてよろしくお願いいたします。

続きまして、能登半島地震、阪神・淡路大震災もそうなんですが、大変木造住

宅の密集地で火災が延焼を起こすというて被害が拡大するということがよく目に

当たりにします。福崎町におきましてもですね、駅前地区などはですね、似たよ

うな都市構造になっておりますので、地震や火災の際は、被害軽減のために住民

の方による初期消火が重要になってくると思います。しかしながら、住民の方は

ですね、やはりいざというときに消防団の方のようにいろんな訓練とかいろんな

経験もされてませんので、なかなか初期消火に携わってくださいって、真横のと

この水路からバケツでやるぐらいやったらいいんですが、なかなかできませんの

で、私は思うんですが、そういう住宅密集地のところでは、車も道路も狭いです

し、もし火災というのですか、そうなった場合のためにですね、消火栓のボック

スがあるんですが、そこに町が消火器を購入していただきまして、その危ない、

危ないといったらおかしいんですが、危険というんですかね、もし災害時に延焼

なるような狭いところを、そしてまた水がですね、結局揺れによって水道管とか

消火栓が使えないとかいうようなことなるんを想定しまして、地元の消防団の方

はですね、建物の状況とかですね、道路の状況など精通されておりますので、地

元消防団の方にですね、いろんなことでご無理を、大変お忙しいんですけども、

ボックスの中に町内全部そういうところがあればですね、大変たくさんのところ

が密集しているところは３つとか４つとかですけど、同じ村の中でもですね、１

つか２つでもと思うんですが、そのようにして消火器をですね、ボックス内に備

え付けていただきまして、今、消火器というのはですね、昔でしたら反対向けて

どうのこうのですけども、何か知らんけど、ぴゅっと栓を抜いただけてびゅうっ

といきますんで、非常に早くいくと思うんですね。ですので、そういうふうな取

組をですね、考えていただけないのかお尋ねをいたします。

住民生活課長 質問の中にもありますとおり、駅前の区域につきましては、防災再開発促進地

区というものに指定されております。防災上の課題を持つ密集市街地であるため、

様々な手法を用いて、密集市街地の解消を目指すこととされておりますが、特定

の地域を対象に消火器の配布や設置を行うといったことは、公平性の面からも難

しいと考えます。

また、消火器の消火栓ボックスへの設置ということなんですけども、消火器は

高温多湿を避けて、また雨風を避けなければならないと、そういったいうことで

屋外に設置することは好ましくありませんので、消火栓ボックスへの設置はちょ

っと難しいかなというふうに考えております。

牛尾雅一議員 以前、私はですね、消火器は定期的に交換しなきゃいけないんですけど、ちょ

っとばたばたというんですかをしてましたら交換もしなくて、何か出にくかった

ことがありまして、何かボールみたいなようなものをばんとぶつけるというんで

すか、投げてばあっと割れて、それが一番誰でもできる、子どもさんでもできる

いうふうなことなんで、そういうふうなものは、希望があればですね、町のほう

であっせんというんですかね、そういうふうなことになれば。ともかく早くいう

んですか、最初が早くできれば後の応援が来てくださるので、最初だけできれば

延焼までいきませんと思いますんで、そこらをまた研究をお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。

そしてですね、次にですね、揺れがすごく大きいということを大地震というん



－22－

ですかね、なりますんで、上下水道管が破損ていうんですか、して、給水や排水

ができなくなったということはよく見たり耳にします。全国的に見ましても、水

道管や下水道管をですね、布設からかなりの年月が経過しておりますし、経年劣

化が進んでいるところが多いと聞きます。

福崎町におきましては、上下水道課長さんの報告でよくお聞きするんですが、

新しい耐震管のほうに順次切り替えて安全を図ってますということをよくお聞き

します。そのようになっていると、なりつつあると思っております。

その耐震管ですけども、何か接合部いうんですかね、直角に曲がったりとか、

そういうところがよく外れたりなんとかして、直線のところよりもそういうとこ

ろが非常に振動に弱いというようなことを聞くんです。それで近年はですね、非

常に日本の優秀な技術の革新で技術開発によりまして、通常よりも耐震性が高く

て、また振動にも強く、接合部が外れにくいような仕様の製品が出回っていると

いうんですか、というようなことを報道でちょっと見ました。ですので、そうい

う今されているのに加えて、そういうのが接合部が強くいうんですか、外れない

ようなものが、今されてるのに比べて有効なのか、またそれを利用していただく

ことによりですね、より振動に強い上下水道の管になるのかをお尋ねをいたしま

す。

上下水道課長 今おっしゃられた耐震性のある管というのは、ダクタイル鋳鉄管のＧＸという

管でございますが、その管につきましては今おっしゃられたように耐震性が非常

にありましてですね、直角には曲がりませんけど、ある程度伸縮したりする管と

なっております。有効性はあるというふうに思っております。

牛尾雅一議員 新しいものはやはりちょっと高額というようなこともありますので、できる範

囲でいうんですか、予算内でできるところから始めていただけたらなというふう

に思っております。

そしてですね、次に井戸の利活用についてということで、福崎町はいい意味で

田舎でもありますし、都市でもありますし、自然も豊かということで、福崎町は

昔私らも小さいときは井戸から水をくんで飲んでましたし、飲み水。それで、お

風呂もそれ使ってまして、井戸水も冷たくておいしかったということで、近年水

道がつきまして、保健所っていうんですかね、飲み水は塩素殺菌っていうんです

か、何かしなければもう飲めないということで、井戸がもう飲み水としては使っ

ておられる家庭が少ないんじゃないかというふうに思います。

ですので、結局どこの自治会でも井戸のある家は下水のときの調査あるんで、

協力いただける家がありましたら、井戸水を利用、災害時のときに利用できれば

ですね、飲み水だけじゃなしに、お風呂の、そういうようなものに利用できます

ので、地域で協力できる方を調査。井戸の大きさにもよりますし、そういうのを

調査していただきまして。そしてですね、それは井戸の水は満水というんですか、

くみ換えんと水が傷むというんですか、循環さしとかんとあかんということもあ

りますので、そうしますと協力をいただける方につきましては、そのくみ換える

手間とか何やかんやとかいうことである程度支援というんですかね、そういうの

も考えていただきまして、いざというときには、そこのなにを使ってもらって自

治会の中、また隣の大きな井戸でしたら、隣の自治会にそういうところがなけれ

ば、それを利用してですね、井戸を昔のですね、福崎町のきれいな水が今はくみ

換えてないから駄目と思うんですが、きれいな水が通ってますんで、井戸水。そ

れで何か水道水もですね、私が聞きましたら最後に塩素殺菌は最後にされるとい

うようなことなんで、飲み水に使う場合でしたら、最後は塩素をちょっと何か消

毒をしたやつを、言うたら、飲み水としても利用できる、そういうふうなことは
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考えていただけないのか、お願いをいたします。

住民生活課長 災害時により上水道が使用できなくなった場合、基本的に井戸水は飲み水には

使えませんが、手を洗ったりとか、洗濯でありますとかそういった生活用水には

使用することができますので、災害時、井戸水を活用していくことはいい方法だ

と思っております。

また維持管理の支援についてはちょっと今のところ考えてはいないんですけど

も、災害時の井戸水の利用につきましては他市町でも、災害時協力井戸、開放井

戸、そういった制度がありまして、そういった事例もありますので参考にさせて

いただきたいと思っております。

牛尾雅一議員 ぜひ前向きにやってもらって、結局トイレとか何か、流す水がですね、ないこ

とによってみんな住民の方のストレスとかなんとかいうことで非常に二次災害に

近いような状態、精神状態にね、悪い影響を与えますのでよろしくお願いします。

そして何か飲み水に使うというのは、もう結局この近代社会ですんで、昔のよ

うに、保健所さんの検査もありますしなんですので、塩素殺菌を何か塩素や何や

用いてそれを水道の出口、そんなことでは済まないようなレベルの話ですね。

上下水道課長 井戸水につきましてはですね、検査項目がいろいろございまして、塩素で死な

ない菌もございます。そういった意味では、塩素を入れただけでは飲み水として

問題ないというふうには言えないということでございます。

牛尾雅一議員 分かりました。そしたら飲み水のことは忘れて、ほかの利用を考えて、ちょっ

とまだ時間ありますので、続きましてマンホールトイレの整備ということでです

ね、よく何かいろんな災害、体育館で何か大勢おられたときにトイレが使えなく

て何かそれでもうえらいことになってもて、トイレの問題が一番の、食べ物より

もトイレうまいこといかれへんとかいうてね、何かストレスがたまっていうよう

なことをよく目にします。ですんで、私ちょっとこのトイレのマンホールトイレ

ということで、大きなマンホールは道路上にあることは知ってました。ほんでま

た、大きな町の施設とかそういうところにはマンホールというのがあるんかなと

か軽く思とったんですが、昨日橋本課長さんにちょっとマンホールのことでちょ

っとお聞きしたら、公共施設の中とか大きなそういう民間のところでもますはあ

っても、マンホールいうのはですね、やはり道路の中から通してずっと順番にな

るらしいんです。マンホールトイレがありましたらね、災害時は何か上にちょっ

と簡単なプライバシーが守れるようなやつを周りに囲って、それでそこでトイレ

をしていただきましたら、水はですね、私臭いが悪いんちゃうかと思ったんです

が、今臭いを吸い取るような機械というのもあったりとか、水はトイレ、マンホ

ールはともかく、流下いうんですかね、高いところから下へ行くんで、常に流れ

てるんでそこでとどまってることないんで、臭いはあんまりしない、多少するか

もしれん、しないだろうということなんで、そしたら道路でですね、交通遮断さ

れてもですね、緊急自動車もありますので道路の真ん中にあるようなところのこ

とはできませんけど、そういうところで町内も考えていただいて、もしものとき

に、もしものとき町がですね、マンホールトイレも何か備蓄していただいてると

いうことをお聞きしました。ですので、そこにプライバシーを守れるようにして、

そうしましたら、非常にみんなね、大勢避難して、これトイレ行かれへん、水が

流れへんとかいうようなことがないんで、安心して生活がいうんですか、避難所

での生活ができてやから、精神状態もいいし、いろんな二次災害とかいろんなこ

とも防げますんで、と思いましてそういうことで、橋本課長さん、ちょっとすみ

ませんけど。

議 長 それはマンホールトイレが避難所に設置ができるかという質問でよろしいでし
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ょうか。

上下水道課長 ちょっといろいろ言われましたんで、どう答えていいのか分からないですけれ

ども、今マンホールは水が流れているので、災害時も衛生的だとたしかおっしゃ

られたと思うんですけど、災害が起こるとですね、水も止まりますので、マンホ

ールの中にもたまりっ放しになってしまうと、こういうことでございます。

それで、マンホールトイレの定義がちょっとなかなか難しいので、どういうの

をマンホールトイレと言われてるのか、ちょっとよく分からないところがあるん

ですが、福崎町としましてはマンホールトイレ用のますをですね、駅前の公衆ト

イレ横に３か所設置はしております。

マンホールトイレ本体の備蓄ができないかというようなことでよろしいですね。

牛尾雅一議員 はい。

上下水道課長 専用のものではないんですけれども、マンホールトイレに近いトイレは６基、

福崎町では備蓄をしております。

それから臭いを吸い込むシートとおっしゃられましたけども、そういったもの

でいいものがあるというふうに我々も聞いておりますので、今後そういったもの

を購入する方向では考えていきたいと思っております。

牛尾雅一議員 ありがとうございました。えらいうまいことやってもうて。

これちょっとマンホールの意味が。水が流れなくて困るといったら、雨の水が

たくさんマンホールに入ると、浄化センターが困ってんですよね。

上下水道課長 災害時に雨が降るとは限りませんので、そういうことでご理解いただきたいと

思います。

牛尾雅一議員 これはいや、私がこのね、公の場で言うべきことじゃないかも。いやもし、今

ね、農業用水、池も満水であふれたりして、そしたら高いところのですね、臭い

が悪くて流れない、高いところにある池がオーバーするんでしたらその水は、こ

のポンプでくみ上げてどっかの水路に流したら勝手にその低いところ来るんです

か。

議 長 質問の途中ですが、しばらく休憩いたします。

再開を１時といたします。

◇

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 １時００分

◇

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

牛尾雅一議員 お昼までいろいろと、だらだらというんですか、私、今度は完璧にやらさせて

いただきます。

２点目のですね、観光振興の取組についてお尋ねをしたいと思います。

この春は気候も大変よくて、行楽シーズンということで、コロナも終わりまし

て、観光客の方が非常に多く福崎町へ訪れていただきまして、駅前観光交流セン

ターをはじめ、辻川かいわいも大変にぎわっておりました。そしてまた外国人の

方はですね、気温にかかわらず、何かこういうリュックサックを背負って、何か

店舗回りというんですか、何か福崎町の町並みを歩かれる姿を毎日のように見か

けました。そしてですね、町の発表もございましたように、報道ですかね、７０

万人の入り込み観光客数を令和５年度実現というんですか、されたということで

非常に喜ばしいことと、皆様のご尽力を、敬意を表したいと思います。これから

もよろしくお願いいたします。

それでですね、２０２５年の大阪万博のですね、これ大阪府がされまして、パ
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ビリオンも非常にロシアが参加しないとか何かいろいろあるんですが、兵庫県は

大阪府とですね、非常に密接な関係もありますので、そういうパビリオンにです

ね、小中学生が見学をして、未来の姿というんですか、科学の力というんですか、

未来の姿を見聞するといういい機会でもありますんですが、そういう福崎町に前

売り券とかですね、パビリオンの、とかそういう割当てとか、チケットのそうい

う購入のご協力とかいうふうなものは来とるんでしょうか。

議 長 それは学校、小中学生に対する関西万博のチケットが前売り券があるかという

ご質問でよろしいでしょうか。

牛尾雅一議員 はい。

議 長 パビリオンではなしに万博の入場券ですね。

牛尾雅一議員 万博の、パビリオンに入るという意味で。

学校教育課長 大阪・関西万博の見学につきましては、４月２５日の教育委員会でも協議いた

しまして保護者の仕事の都合や金銭面で家庭からは行くことができない児童生徒

もいると思われますので、学校行事として参加する方向で考えているところであ

ります。

なお、学校行事として万博会場へ訪問する場合は、小中学生へは入場チケット

が配付されるとは聞いておりますが、詳細は今後開催される説明会で確認してい

きたいと思っております。

牛尾雅一議員 ５０年に一度とか言われる万博ですので、将来を担う小中学生の方がですね、

非常に見聞を広げられるといういい機会でもございますので、課長が言われまし

たようによろしくお願いいたします。

引き続きまして、妖怪ベンチをはじめ非常にですね、尽力されまして、大変な

盛り上がりでですね、昨日も石川議員の質問にもありましたように、いろんな福

崎町は注目を浴びる、よく言われてました。小さくても光るんじゃなくて、大き

くて輝くような町になりつつあるというふうに思っております。

そういう意味で、観光振興、また経済振興を図るためにもですね、今は日帰り

型の観光の方がほとんどだと思います。ですので、宿泊型の観光がですね、皆さ

んに知っていただけましたら、より町の発展というんですか、経済振興につなが

ると思います。

令和５年の１２月議会の一般質問でもお尋ねをいたしましたところ、民間事業

者からホテル建設の具体的な相談があれば、用途地域の変更について検討するな

ど、協力はしたいというふうなご答弁をいただきました。しかしながらですね、

福崎町の置かれております立地条件とか、今の観光振興とかいろんなことを考え

ましたら、必ず町のほうからそういう不動産というんですか、ホテル業界ってい

うんですか、働きかけていただきましたらね、必ず福崎町は播但道、県道、中国

道、そしてまた、工業団地、いろんな商業施設、またすごいいい条件の土地です

し、役場周辺というんですか、夜もですね、ホテルができましたら、昼間ちょっ

とガジロウさんのですね、辻川かいわいを散策して、夜はまた、ビジネスホテル

でもですね、あんまり素泊まりだけじゃなしに、ビジネスホテルとちょっと中級、

高級なところの階もつくってもらったり、またイベントとかできるような、それ

はホテル業界の方が考えられることなんですけど、そういうふうなものができま

したら、夜、私らも研修とかね、行きましたら、夜、食事が早いですんで、ちょ

っと８時ぐらいになったらですね、夜風に当たりながらちょっと散策したいなと

かいうふうなことをみんな思われていると思いますんで、女性もですね、最近は

非常に活躍、そういう部分についても活躍されておりますんで、ある程度広い場

所は要りますけど福崎役場周辺というんですか、福崎町の発展を示す一番の場所
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でございますんで、そういうふうに働きかけをね、していただきまして、ぜひ都

市施設というんですかね、そういうふうな今まで大学もあり、ＪＲの福崎駅もあ

り、いろんなものが整っている町ですので、今になって見ましたら、そういうふ

うな多目的に使って、生きて町民の方が何かわくわくというんですか、何かのと

きに利用したいとかいうふうなホテルがあればですね、ますます福崎町の名前が

上がると思うんですが、それにつきまして、働きかけというんですか、それをし

ていただけるんでしょうか、町長にちょっとお尋ねをしたいと、よろしくお願い

したいと思います。

町 長 ホテル立地に適切な用地を町としては保有していないため、町からは積極的に

誘致することはできないと考えます。ただ、具体的なご相談がございましたら、

協力できることはしていきたいなと、このように思います。

牛尾雅一議員 相談がございましたらという町長さんのご答弁ですが、相談はそういう業界で

したら、ここの町はこんなんで、こういう施設があればこういう不動産業界とか

いうのは大変目鼻だちの利く業界だと思いますんで、何かのつながりっていうん

ですか、私らではあきませんので、町のですね、幹部の方。それで、昨日の石川

議員の質問にもありましたように、福崎町で妖怪のですね、そういうふうないろ

んな全国から集まっても、そういうふうなときでもやはり宿泊施設の問題もあり

ますのですぐにはというような答弁もありましたので、町としても宿泊施設、文

珠荘もあるんですよ、もちろんあるんですが、また違った意味の労働者の方とか、

工業団地の社員の方とか役員の方とかが姫路で泊まられるというふうなこともな

いように福崎で泊まっていただいていて、夜ゆっくりと散策ですね、してもらう

というふうな意味も込めまして、ぜひ検討をお願いしたいと思います。

そうしましたらよろしくお願いいたしまして、３点目のね、交通安全対策の取

組ということでお尋ねをいたします。

令和６年１月における兵庫県内の交通事故死の死者の数はですね、１６人で、

全国でワーストいうことになりまして、兵庫県警によりますと、高齢者の方が自

宅近くの横断歩道のない道路を横断されて車にはねられるケースが増加している

ということでございます。こうした交通事故を防ぐためには、行政と警察が連携

された取組が重要だと思いますので、福崎町の交通安全対策についてお尋ねをい

たします。

交通安全教室の実験動画を活用した啓発活動ということでございまして、令和

６年２月に福崎浄化センター内で、神崎交通安全自家用自動車協会と福崎警察署

の協賛で実施されました交通安全教室について、車の前方の前照灯というんです

かね、何メートル空いたところに歩行者の方が立っておられるという想定で、５

０メートル、３０メートル、７０メートルですか、こっちに人がおって、車運転

してるような状態でみんな見てるんですが、服装の色によってですね、非常に見

えづらい人と、当たり前のことなんですけど、赤とか白とか黄色とかね、灰色と

か黒は駄目というようなことなんで、そのような実験というんですか、それをで

すね、ビデオにしてＤＶＤに焼いて、今その動画はユーチューブで公開もされて

おりますが、それはＤＶＤに焼いていただいて、高齢者の方が見ていただく機会

といいましたら、老人会の慰安会とか総会とかね、それとまた子どもさんも夜ま

たあるんで、子ども会さんとか村の自治会の寄り合いとか、自治会の総会とかそ

ういうときに各自治会に配付していただいてましたらね、会議とか研修会の際に

住民の皆さんに見ていただくことができるんじゃないかというふうにも思います。

といいますのは、夜間というんですか、今は夜なんか８時まで大方明るいんで

すが、夕方が暗くなる１１月とかですね、３月ぐらいまでかな、何かそういうと
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きはですね、非常に夕方ということでまた運転者の人もちょっと見逃すというふ

うな歩行者の方もあります。そしてですね、そういうことがありますので、その

ビデオをＤＶＤに焼いて、各自治会に配付をしてもらいたいと思うんですが、い

かがでしょうか。

住民生活課長 今年の２月に、言われましたとおり福崎浄化センターで開催されました交通安

全教室の動画につきましては、いいものタウンさんが取材記事としてユーチュー

ブにアップされているもので、ＤＶＤにして配付というのはちょっと難しいかと

思います。ただ、多くの方に見ていただくようにＰＲはしたいと思います。

啓発用動画については県の安全協会が作成されているＤＶＤがございますので、

そちらを研修会などで見ていただくように啓発していきたいと思います。

牛尾雅一議員 ぜひよろしくお願いいたします。

続きましてですね、令和５年、去年の１２月議会の一般質問でもお尋ねさせて

いただきましたといいますか、お願いをいたしました道路の管理というんですか

ね、町道の交差点なんですが、今となってみましたら、両方に家がありまして、

ちょうど出会い頭の事故が起こるようなところなんです。自動発光型交差点、正

式名はびょうというんですけど、発光の点灯、ぐるぐる回ってするものなんです

けどね、町は設置されているところが５か所あってそれは正常に働いているとい

うふうに、機能しているということを報告をもらいました。

そしてですね、継続して町は維持管理をしていただけるんですが、県、警察と

いうんですか、県警はですね、設置されたそのびょうというんですか、回転灯は

ね、現在は故障して点灯してないところが５か所あるけども、修繕については、

県警の考え方として一定の役割を終えたものはもう修繕はしないというふうに考

えられておりまして、私もその交通安全の関係のことでですね、警察に行きまし

たら、県がもうしないって言ってるのでできひんねんって、ほなら、これがどれ

ぐらいの費用でできるんとか何もなしに、もうできひんねんいうて、それだけで

頭ごなしでですね、全然どのくらいの費用が要るからできないとかなんとかだっ

たらいいんですけど、そんなことでですね、役場の行政の方とか、警察の方も現

場見に行かれたりとかそういう現場の方がですね、やはり以前に危ないので、近

隣の方がお願いしたり、役場とか警察にお願いしてつけていただいておられるも

のでございますのでね。結局危ないからついていたんです。そして日頃暗いとき

にだけ光ったらいいっていうんじゃなしに、暗がりというんでしょうか、ちょっ

と明るいところから暗いところになるときも必要ですし、いろんな止まれとかで

すね、停止線も書いてるとかいろいろありますけど、人間というんですか、私は

ですね、人は必ず何かのときにミスを犯す、犯さない方もあるかもしれませんが、

犯すというふうなことも言われております。ですので、どんな対策を取っておら

れても、ミスというのは起きますので、危ないと思ってつけられた経緯がありま

すので、その回転灯はバッテリーか、太陽光のあんなパネルですので、初期の段

階から道路の真ん中に穴を掘って、機材を埋め込んでやるような、そんな大層な

ことじゃなしに、どれぐらいかかるか分かりませんけど、やる気になっていただ

けたらですね、やってもらえるというふうに思います。日頃から常々ですね、国

はじめ、県はじめ、町はじめ、住民の方の安心安全を守ると、そういうふうに

我々の責務であるというふうなことを言われまして、県警でもですね、非常に交

通安全パトロールとか何やかんやいうて熱心にされとんですが、されておっても

ですね、私らの危ないからという住民の人の声をですね、取り上げてもらえない

というのはですね、県の上層部の方の意見らしいというふうに聞くんですが、い

つからこういうふうにですね、住民の人が言われることを頭ごなしにこんなもん、
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もうあれやからできないというふうなことに言われるようになったのか。大変申

し訳ないんですけど、県からお越しの技監にちょっとお尋ねをいたしたいと思い

ます。

技 監 お尋ねの県上層部の判断、ご質問中の県警察は一定の役割を終えたものは修繕

はしないという考え、判断でございますが、この判断がなされているとすればで

すね、これは県行政から独立した公安委員会のご判断でございますので、申し訳

ございませんが、県行政出身の私としましては知り得る立場にございませんので、

ちょっとお答えするのは非常に難しい状況でございます。

牛尾雅一議員 ともかく私はじめ皆、議員の方ね、理事者の方も住民の方の安全が守れると、

そのためにはどんなことでもやりたいということでございますので、また個別に

どこへ頼みに行ったらいいか教えていただけますか。

時間が参りましたんで、私の質問はこれで終わらせてもらいます。ありがとう

ございました、失礼しました。

議 長 以上で、牛尾雅一議員の一般質問を終わります。

次、８番目の質問者は、小林 博議員であります。

質問の項目は、

１、上下水道について

２、安全な町づくりについて

３、教育課題について

４、農業について

５、信頼と住民参加

以上、小林議員。

小林 博議員 一般質問をさせていただきます。

大変、内容がですね、すばらしい、非常に示唆に富んだ内容の質問の後、ちょ

っとどんなふうに組み立てていったらいいかいまだにちょっと迷っておりまして、

申し訳ありませんが議長よろしく整理のほどお願いします。

さて、上下水道についてお伺いをいたします。

昨年の９月議会に一般質問をして、その上に立ってということでございます。

思いますに、今、下水道使用料の引上げの検討が始まりました。改めて上下水

というものについて基本的に考えておきたいというふうに思うのでございます。

水の確保と処理は生きることに最重要な課題であります。明治以来の日本の近

代化が富国強兵策であったがため、生活環境の維持向上が後景に置かれてきたこ

とが、今日の水問題の根源になっておるのではないかというふうに思ったりもし

ております。政治の責任が国民・住民の命を守り、生活を向上させることとする

ならば、上下水に基本的な予算を配分することが当然と言わなければなりません。

そこでお尋ねをいたしますけれど、地方公営企業法といえども、住民福祉の観

点が根本にあるべきだというふうに思います。独立採算制の強要より、住民生活

がもっと考慮されるべきだというふうに思うのであります。今、賃上げとかいろ

いろ言われておりますけれど、諸物価の高騰等、国民・住民の暮らしは、実質収

入はずっと下がりっ放しであるというふうに伝えられておるではありませんか。

そんな意味から、住民福祉の観点がですね、もっと考えられなければならない

と思うのでありますが、町の基本姿勢についてお尋ねをいたします。

上下水道課長 基本理念ということでございますが、上下水道事業におきましては、２つの事

業推進の理念があるというふうに思っております。一つは、ご承知のとおり使用

者の自己負担ということでございます。もう一つは資源配分の適正化ということ

であります。もし、上下水道事業が税によって賄われることになれば、使用者の
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公平性が損なわれるだけではなくてですね、不必要な上下水の使用を招くなど資

源の配分をゆがめることになります。議員おっしゃるように重要な生活インフラ

は一定程度税で賄うべきというような考え方は、これは分からなくはないですけ

れども、一方で水道や下水道は、生活道路や河川などとは違いまして、使用水量、

どれだけ使ったかに基づく公平性が求められる分野でもあります。これは福祉に

おける病院事業などにも言えることであります。

こういったことから、福崎町としましても基本的には独立採算で使用者負担の

公平性を守って、我々事業者が経営努力をさらに推進していくべきというふうに

考えております。

小林 博議員 それでは前回９月議会でお聞きをしましたようにですね、総務省の方針等にあ

りますように、一切もう税による補塡をやらないという、そういう考え方は変わ

らないということでしょうか。

上下水道課長 税による補塡を一切行わないということではなくてですね、理想とする姿が受

益者負担の原則に基づく独立採算ということでございますので、それはいろんな

考え方があろうかと思っております。

小林 博議員 私の考え方というのはもうお分かりのことと思います。先ほど来述べておりま

すように、いつも言っておりますように、水というのは基本的な必要なインフラ

であります。災害が起これば道路やら学校が止まっていてもですね、水はまず確

保しなきゃならんという、それがこの水ということですからね。その意味でそれ

をどう確保するかというのは、これはもう全くもう命を守るという点からも、基

本的な課題であるということであります。ここに独立採算制を大きく前へ出して

くるということについては、私は違う意見を持っておるということは、お伝えを

しておきますし、これからもそういう立場で臨んでいきたいというふうに思って

おります。

さて、企業会計ということになっておるわけでありますが、そういうふうにな

りますと、透明性やチェック体制などについての問題はどうなっていくのか。資

本的収支の予算は、建設改良費という形で大まかにされております。したがって

その中での融通が非常につきやすい。あるいは一般会計などのように、工事の議

決は要しないなどの問題もあります。そんな面から、ある意味自由度があり過ぎ

る。あるいは予算等において具体的な内容が分かりにくいという。そういうふう

な面が出てきておるわけであります。こういう面について町の認識はどうでしょ

うか。

上下水道課長 透明性やチェック体制についてでございますが、これが劣っているというふう

には思ってはおりません。透明性については地方自治法の適用除外規定によりま

して、おっしゃられるように契約などの議決は要しませんが、予算の制約は当然

受けておりますし、委員会への丁寧な報告は、質問議員さんからいつもお褒めを

いただいていると感じているんですけれども、気のせいでしょうかね。

チェック体制としましては、公営企業と一般会計を比較しますと、規模は小さ

くなるんですけれども、仕組みは同じだというふうに考えております。繰入金等

では企画財政課から予算査定を受けておりますし、主要事業については、あらか

じめ経営戦略に定めて、年次計画に基づき、毎年予算の議決を受けているところ

でございます。

収入・支出につきましては、企業会計の複式簿記の採用によりまして会計処理

の誤りを防止するといったチェック機能もございます。さらに一般会計同様、地

方自治法や公営企業法に基づいて、現金出納事務が適正に行われているか、毎月

監査委員に検査をしていただいておりますので、特に問題はないというふうに思
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っております。

小林 博議員 そういう答えになるんだろうというふうに思いますけれども、私も資本的収支

の関係の予算などについて特にその予算とその執行の段階がですね、自由度があ

り過ぎるというふうに常々思っておるということはですね、懸念としてお伝えを

しておきます。

さあ、そこでですね、次に経営戦略が去年出されて、今回料金適正化の計画が

出されました。経営戦略では、基準外繰入をなくしていくのが当然ということで、

総務省の指示に従ってその方向での内容が出されていたというふうに思います。

そういう考え方は県下の状況から見ればですね、あるいは全国的な状況から見れ

ば、突出をしておるのではないかというふうに思うのであります。昨年の答弁で

はですね、全国１，６５０自治体中１１９団体、県下４１市町中２市町しかです

ね、基準外繰入をゼロでやっておるという、そういうところはないということで

ありました。圧倒的に基準外繰入を必要として、そうして下水道等の運営をやら

れておるというふうなことであったわけですけれど、当局の現在そういう考え方

は今でも変わらないということでございましょうか。

上下水道課長 基準外繰入を行っている事業体に聞き取りをいたしますと、多くの事業体は、

やはり基準外はゼロに抑えたいということでありまして、今後の使用料改定時に

はそこを目指したいというような回答でございました。基準外繰入をゼロにする

という考え方は、これはあくまで理想とする姿でありまして、当然というふうに

は考えておりません。一般会計の財政状況が厳しい中で、極力基準外を減らして

互いに健全な財政を保とうというふうに知恵を絞っておるわけでございます。

ただ、繰入金の制度の仕組み上、使用料が増えますと、基準外ではなくて基準

内が減っていくということになりますので、現在では繰入金の総額を減らすとい

う考え方が妥当だというふうに思っております。

小林 博議員 昨年出された経営戦略とですね、今回出された適正化計画のではですね、そこ

のところが基準内繰入金の定義、そこのところの押さえ方が今回変わってきてお

るということから今のような答弁になっておると思うんですね。前回の基本戦略

についてもですね、大きなお金を支払って、そして時間もかけてつくっておる計

画であります。それが次、違う会社で適正計画やれば、前のその計画、基準内繰

入金についての考え方が違っておったというふうなですね、そんなようなことが

ずっと適当なんだろうか、いいんだろうかというふうに思うんです。その点につ

いてはどうですかね。

上下水道課長 当初ですね、使用料を増やすと基準外繰入が減っていくというふうに思ってお

ったのは、それは事実です。我々も勉強を重ねるうちにですね、その基準内繰入

のほうから減っていくというようなことが分かりましたので、それが分かった時

点で修正をしたというようなことですが、繰入金総額としては特に変わりません

ので、そういう意味では問題はないというふうには思っております。

小林 博議員 いや、私はね、今指摘をした、言ったのは、経営戦略をつくったのはですね、

これ幾らかけたんですか、業者に。期間、何日かかったんですか。

上下水道課長 期間はですね、年度で契約をしておりますので１年以内ということですが、金

額は４９０万円ほど支払っております。

小林 博議員 経営戦略ですよ。

四百数十万、安からぬ金額だと思うんです。それだけのものをかけてプロので

すね、コンサルタントに頼んで、町も何回も打合せをしながら１年間かけてつく

った計画の中身はですね、いとも簡単に考え方が違うということが次の今度計画

をつくったときに分かってくる。今度の料金適正化計画というのは、１，５００
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万かけてつくられましたね。

そういうふうなことになりますとですね、一体全体、何のためにこんな金使っ

てコンサルタントに委託してるんだというふうなことにならざるを得ないのであ

ります。いずれにしても今の答えで明らかになったことは、基準内・基準外とい

うふうな定義が変わって、その振り分けがどう変わろうが、目的としよる、その

町の負担を下水道会計に振り込む町の負担を大きく減らしていきたいという、そ

ういうところからですね、今回の計画が使われておるという、そんなふうに理解

してよろしいですか。

上下水道課長 町の負担を減らすというのは、これ先ほど言いましたようにそういう考えもご

ざいますし、根本はですね、経費回収率を１００％に近づくように使用料を算定

したいと、こういうことでございます。それでも賄い切れない場合は、今質問議

員おっしゃられた福祉のほうの観点から繰入金が必要であろうというふうに考え

ております。

小林 博議員 どの辺にですね、料金の適正額を置くかという考え方に最終的にはなろうと思

うのですが、町のほうも一般会計の財政のほうの状況もあって、できるだけこの

際、下水道会計の繰り出しを減らしていきたいというふうな、そういうふうなこ

とが動機だったんだろうと思うんですけれど、したがってその減らそうとする額

はあまり変えないでやっていこう。前の経営戦略では１６％だったんですかね、

値上げ額ね。それを令和８年と１２年度と２回に分けてやろうということでした

が、今度の適正化計画では、令和７年から１回でですね、一発で１４．２３％引

き上げようというふうなそんな計画で間違いありませんか。

上下水道課長 それにつきましてはまた審議会のご意見を聞いてということになろうかと思い

ますが、事務局の案としては１回で引上げのほうを考えております。

小林 博議員 あくまでですね、このつくられております、先日委員会で説明いただきました

この概要版でやってる。１，５００万円もかけてつくられた計画ですからね。こ

れはもうそれなりの計算がしてあってですね。町とコンサルとの打合せしながら

やられたものでしょうから、かなりしっかりとした考えが町の決意の上に立って

おるというふうに思って見ております。

したがって、最初から言いましたように、私はもうこの計画の内容については

ですね、若干問題があるのではないかというふうに思っております。この計画の

中でずっと見ていきますと、支出の部分で、運営に必要な諸経費は、原型の現在

いっておるものを基本にしながら物価の変動率はいろいろ若干計算したりしなが

らやっておるというふうなことのようですが、あくまで現況のものということに

なっております。その間に出てくる設備投資や、あるいは減価償却等は、どこま

で正確に計算をされ、想定をして計算されておるのかというふうなことが心配に

なります。この点についてはですね、どんなふうな計算がされておるんでしょう

か。

上下水道課長 使用料の適正な水準でございますが、可能な限り、おっしゃるように費用を正

確に見積もることが大切ということになってきますが、昨今の不透明な社会情勢

を鑑みますと、将来予測は非常に難しいものがあると思っております。

今回の算定においてはストックマネジメント計画を基にですね、現実的な投資

額を再検討して建設改良費として財政計画に盛り込んでいるところでございます。

そして、補助金などは固定資産構築後の減価償却費に影響を与えてきますので、

実績を参考にしながら適切に見込んでいます。

小林 博議員 減価償却等の計算に当たって、あるいはその設備の改善の経過に当たっても、

例えばポンプは５年というふうなことになっておりましたらですね、実際上は８



－32－

年あるいは１０年使うものもあるかもしれないですね。しかしそれをもうポンプ

は５年というような形でですね、計算をしていきますと、実態とは違う減価償却

の大きさということになってくると思うんですね。そういうふうな部分の計算は

ストックマネジメント計画でどのように対応されておるんでしょうか。

上下水道課長 目標耐用年数というのを決めておりまして、それはいろいろ機械とか電気とか

ですね、そういったものによってこれは違ってきております。そういうのを具体

的に、例えばポンプの中でも、揚水ポンプがあったり汚水ポンプがあったり、今

いろんなポンプがありますので、そのポンプごとに目標耐用年数を決めて設定を

しているところであります。具体的に言いますと、等倍、１倍からですね、２．

３倍の範囲で目標耐用年数を決めて計画をつくっております。

小林 博議員 その中、具体的に１つお聞きしますけど、浄化センターの膜ですけれど、この

膜は当初から何年もつというふうなことはまだ実績がないので分からないという

ことになっていたのですが、あれからもうかなりの年月がたっておりますので、

何年ということにですね、通常されておるんでしょうか。

上下水道課長 膜につきましては、ちょっと今言ったものとちょっと考え方が違いましてです

ね、当初１０年というふうに我々も聞いておったんですけれども、実際は１０年

ももっていないというようなところで、ざっと言いますと、今のところ５年から

８年ぐらいの膜のもちということになってきておるんですけれども、令和２年か

ら令和５年度の４年間で膜の交換を行っております。ストックマネジメント計画

に基づいて行っております。これが８池中４池の交換でございます。残り４池の

中でですね、２池ぐらいは破れが今見えてきている状態でございまして、２池と

いいますと４，０００枚でございます。この程度と少し能力が落ちてきて、破れ

が見えてきておりますので、この部分をですね、今後のストックマネジメント計

画にのせて補助をもらいながら交換をしていきたいと、これはちょっと別で考え

ておるところでございます。

小林 博議員 私のような素人が見てですね、あるいはもうこういったことについての学問と

はそういうことというのは全く素養のない者が見てなおさら分からないのですが、

ストックマネジメント計画の中ではこの膜の取替えがですね、非常に急がれてお

るというふうに思うんですね。１回につき４，０００万だったかな、４，４００

万だか消費税入れて、ずっと計算してありましたね。ちょっと大き過ぎるんじゃ

ないかというふうに思ったものですから、先ほど来の質問としております。そん

な面でですね、今後１０年間の計画をつくるに当たって、この設備投資や減価償

却の見方というのが大きな要素を占めてきますので、それらが料金にどう計画に

どう関わってくるかというのはこれからよほど勉強させてもらわないと分からな

いと思うのですが、かなり当局としては経営についての安全パイを振られておる

のではないかというふうに心配をしておるというところであります。これは私の

思いを伝えておきます。よろしいですか。

上下水道課長 適切に我々は見込んでいるつもりでございます。

小林 博議員 不要不急なものがあるかないかというふうなことですが、この点についてもで

すね、絶えず検討が要ると思うのですが、その点についてはどのように考えてお

るところでしょうか。

上下水道課長 不要なものは、これは見込んでおりませんが、差し迫っていないものでも、近

い将来必要となるもの、それから故障などによって下水道の機能に大きな影響を

与えるものにつきましては、更新費用を平準化しながら設備投資として見込んで

おるところであります。

小林 博議員 コンピューター等の技術もですね、ＩＴの技術もその他の技術も日進月歩であ



－33－

りますので、まだ使えるかもしれないけれど、この際というふうなことがあった

りするとですね、また影響をしてまいります。それらについてはですね、よほど

慎重であってほしいというふうに思っています。

この計画の中でですね、いよいよ結局一般会計からの負担を減らしたい。そし

てそのために料金の値上げをするんだという。そこでですね。現在福崎町の水道

料金は、１か月使用量２０立米で計算をいたしますと、兵庫県下で１６位ですか。

安いほうから。この手元の資料では１６位になっております。兵庫県内における

公共下水道事業の使用料で順位づけを行った場合、福崎町は１６位となり、県内

で１６番目に使用料が低い水準となっている。中播磨地区内で比較すると１位。

最も使用料が低く、同地区内の最も高い神河町の４，０００円と比較すると１，

７７０円の使用料の差があるというふうな格好もあってですね、若干もうこれ値

上げしても神河町のほどにはならないんだからいいだろうと。この１６位が２０

位ぐらいになっても２５位ぐらいになってもいいんとちゃうかというふうな、そ

んな考え方をされとんじゃないんでしょうね。私に言えばそういう軽い考え方を

しとってんじゃないでしょうね。

上下水道課長 軽い考え方はしておりません。

小林 博議員 そういうふうにですね、今読んだ文書読むと、そういうふうに読み取れました。

やはり今でも県下で安いほうだから、もうちょっと高くなってもいいだろうとい

うですね、そういうふうな住民に対する甘えがあるのじゃないかというふうに私

は感じたところであります。

さて、体制の問題というふうに書いております。経営戦略にも影響するわけで

すが、職員定数は類似団体との比較でどうなっているでしょうか。この場合、上

下水道両方ともの観点で説明を願えたらというふうに思います。

公営企業管理者 職員の常勤の職員数で比較をいたしますと、上下水道課で１０名おります。

福崎町の場合水道が４名、下水が６名の配置でございます。近隣と比較いたしま

すと、市川町も１０名、神河町は８名となっております。

県下の町レベルで比較をいたしますと、福崎町と同じ１０人が２町、福崎町よ

り多い町は５町、少ない町は３町となっておりますが、比較ということで、類似

団体と比べるといたしましても、民間委託をしている状況でありますとか、非常

勤職員、この人数とその仕事内容、それと、自前で施設を持っているかどうかに

よりまして、職員数は大きく変わってまいりますので、単純な比較はできないと

考えております。

小林 博議員 私もそう思いながら質問をしています。調べるならですね、施設の管理委託を

やっておるところとそうでないところというふうな、そういうふうなことも含め

て比較をすべきだというふうに思うんですが、今回そこまで準備ができておりま

せんので、追ってその辺の整理もしてみたいというふうに思います。

現在のこの組織体制ですが、福崎町のような町の実態に合っておるのかどうか

というふうな点で、非常に気になっております。何も大きなところに合併して大

きくなるというんじゃないのですが、公営企業法の全部適用をしたというふうな

関係がありましてですね、企画立案、執行、お金の出入り、全て同じところでや

られておると。不正の危険性というふうなことを言っておるんじゃない、その危

険性もないとは言いませんが、それを指摘をしてきておるんじゃありません。客

観性に欠けるのではないかと思うんです。

一般会計などでですね、出納室があって、これは町長の支出命令があってもこ

れ現在今出すのは適当でないとか、何か問題があると思えば止められるというそ

ういう権限はですね、多分あると思うんですが、そういうふうな点でですね、客
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観性がなくなっていく。したがって、こういう部分についてですね、福崎町のよ

うな体制のところで小さい自治体ではですね、管理、あるいはチェック機能、会

計機能などはですね、町の出納室に委任をするという、そういう議決でもやれば

ですね、できるんじゃないかと思ったりもするんですが、そういうふうなことが

やられてもいいのではないかと思うんです。これもずっと前から思っていること

ですがね、その点についてどうでしょうか。

公営企業管理者 確かに下水道事業に限りましたら、地方公営企業法を一部適用（財務適用）

いたしまして会計管理者に出納事務を委任することは可能であります。しかし福

崎町は法を全部適用いたしましたので会計に委任することは今のところできませ

ん。

小林 博議員 ならですね、議決をやればということは条例の一部適用に変更したらいいじゃ

ないですか。

公営企業管理者 下水道に法適用するとき、全部適用するか、一部適用するかの検討を行って

おります。その中でですね、上水道それと工業用水道は当然適用ですので、公営

企業法、管理者を今置いて執行しております。下水道だけを会計で事務をすると

なりますと、余計ややこしいことになるんですね。下水道事業に一部適用しても、

公営企業法、公営企業会計で決算も予算も伝票処理もせなあきませんので、会計

管理者がその仕事を兼務するということになりますと、公営企業法を知っておか

ないと事務の手続、チェックができないということになりますので、かえって混

乱を招くということで、全部適用とした経緯がございます。

小林 博議員 地方公営企業法に指定されております７つの事業についてはですね、会計事務

の委任はできないというふうな趣旨の答弁でしたが、本当にできないのか、やっ

てるところはないのかというふうなですね、そんなふうにも思うわけでありまし

て、この面については後の私自身の研究課題としておきたいと思います。今の管

理者の答弁をもって了とするものではありません。今後の私の勉強課題としてお

きます。

いずれにしてもですね、企画立案、執行、お金の出入り、全てがですね、同じ

ところでやられるということについての危惧を持っておるという、その点の改善

の検討が要るというふうに思います。

それからですね、もう一点、体制としてお聞きをいたしますが、公営企業管理

者というのはですね、地方公営企業法で位置づけられてはおりますが、これは置

かないというふうなことも選択できるというふうになっております。福崎町も水

道事業始まった昭和４０年代前半からですね、ずっと管理者は町長が兼務をされ

てやられてきたわけであります。前橋本町長のときに専任の管理者を置かれたわ

けでありますが、それから一定の年月がたってまいりました。そこで改めて考え

たわけであります。ちょうど下水道料金の引上げと水道料金の体制見直しもあり

ました。

そこでですね、見たわけでありますが、管理者を設置をしておるという、そう

いう団体はどれほどあるんでしょうか。私はこの間朝の２時過ぎまでかかってで

すね、県下の自治体の約２０ほどの自治体、町はもちろんですが、歴史を全部家

でひもといてみました。管理者を置いてよるというふうなところは、非常に少な

いという状況だったと思うのですね。その状況について県下の状況、あるいは全

国的な状況が承知されておりましたらお聞かせください。

公営企業管理者 県下４１市町中、下水道事業に法を全部適用しておりますのが２２市町ござ

います。そのうち管理者を設置しておりますのは９市町でございます。内訳を申

し上げますと、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、加古川市、高砂市、
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姫路市、福崎町でございます。率にしますと４１％になります。

全国で法適用している市町村で、管理者の設置数は１，０２７市町中１２７市

町、町に限って申し上げますと、全国２３４町中７町でございます。

小林 博議員 兵庫県の中の状況、今ちょうど言われたような状況、私の調べと合致をしてお

りました。県内でもですね、播磨町とか、太子町とかですね、稲美町、猪名川と

いうふうなところは福崎町よりも人口多いですね。３万超えております。そうい

うところでも全く置いてないし、赤穂もですね、豊岡もずっとないということで

あります。

福崎町の場合もこの間経過をいたしましてですね、今考えてみますと、先ほど

言ったように、この時期考えてみますとですね、要らないのではないかと。置か

ないのがよいのではないかというふうに思うんです。やっていけるのではないか

と思うんです。費用的にもですね、昨年令和４年の決算書レベルで見ますと、１，

２５０万円ほどですね、経費がかかっております。これは水道料金のほうの水道

会計のほうで見られております。水道会計の収入はですね、給水収益がもう２億

９，０００万ありまして、この年２億８，５７７万円に令和４年になっておりま

す。そこで営業費用の中でですね、最も大きな部分を占めるというのが、減価償

却費の２億２００万円です。そっから長期前受金の戻入れを差引きいたしまして

もですね、１億１，６００万が料金収入の中から減価償却として落とさざるを得

ない。残った額でですね、人件費も電気代も修繕費も全部ですね、回さなきゃな

らんというふうなことになるわけです。

そこでですね、この１，２５０万円はですね、私は無駄遣いじゃないかという

ふうにですね、言葉としては言わせていただきますが、県下のですね、福崎町除

けばですね、町はどこも置いていない。だからもう人口がですね、２０万とか１

０万、２０万以上のところでないと置いてないというふうな、そういうふうな状

況であります。どこもですね、町長が責任持ってやられておるということですか

ら福崎町の場合も、一定の期間を置いてみて、この際ここでですね、改めて考え

直して、そうして管理者を置かないという、町長が面倒を見るという、そんな方

向にですね、変えられてはいかがかと思うんですがどうでしょうか。

町 長 私は今のところそういった考えは持っておりません。地方公営企業法の本則で

ですね、地方公営企業には、専任の管理者を、本則でですよ、管理者を置かなけ

ればならないということで、町長が代理を務めることができるのは、小規模な自

治体でですね、ただし書で書いてあるということでございまして、本来であれば

置くのが最もふさわしいということを言っているというふうに思っております。

本町では先ほど議員が言われたように、もともとは管理者を置かず町長が管理者

の権限を行ってきました。そのときには水道事業と工水事業を持っていたと、こ

ういうことでございます。下水道事業についてはもう一般会計で面倒見ていたと

いう中で、この下水道事業もですね、公営企業法を適用して全部適用していくと

いった中でですね、管理者を置いて、しっかりとこの部分を見ていこうというふ

うにしてですね、平成３０年に管理者を設置する条例を可決していただきました。

そのおかげでですね、私は行政需要を含めた一般行政分野に集中してですね、私

自身できてきたなというふうに思っております。

この水道、工水、そして下水の公営企業の３事業におきましては、現在もそれ

ぞれ大型事業を進めておりまして、さらに効率的な行政運営に取り組んでいくこ

とが求められております。専任の管理者によって、機動的に活動ができる体制を

継続することが必要であると思っております。

小林 博議員 下水道全体を敷設工事ほぼ終わるまではですね、下水道課で町長部局でやられ
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ておったということです。その管理は町長が責任を負ったわけですね。上水や工

水についてもですね、管理者、町長が兼任されてですね、やられておったという

ことで、現在も、どこの市町村を見てもですね、ほぼもう中小の市も含めて市町

はほぼ全部もう置いてないじゃないですか。市長や町長がやっておるじゃないで

すか。

仮に管理者を置いてやったとしてもですよ。どんなふうに運営しようか、今回

のような料金値上げを含めてですね、どんなふうに運営しようかということにな

ればこれは管理者の政治方針ということよりもですね、その首長の市長や町長の

政治方針がですね、そこに現れてくると言わなければなりません。政治責任は町

長・市長にあるんだということです。そこで皆さんがやられておるわけです。

したがってですね、管理者を置いとるからといってですね、町長の政治責任が

逃れるわけではないと思うんですが、それは逃れられると思っておられる、逃れ

ようと思っておられるんですか。

町 長 地方公営企業法によりまして町長が持っている権限というのは書いてございま

すので、その分野においては町長に責任があるというふうに思います。

小林 博議員 先ほど言いましたように、地方公営企業法にそういう規定があったということ

でちゃんと置かないようなことができると、地方公営企業法を何条と、それから

施行令と規則の何条に従ってですね、これは置かないというふうにですね。そん

なふうに各市町村は例規の中に書き込んでおるわけですよ。したがってですね、

それをどこともそれでやられておるわけです。福崎町長はですね、私は尾﨑町長

はですね、学識、これまでの経歴等を見てですね、非常に立派な方だというふう

に尊敬をいたしております。したがってですね、管理者を廃止して町長が管理者

を兼務するからできないというふうなですね、そんな低い能力の持ち主でないと、

立派な町長だというふうに私は思っとるんですよ。したがってですね、この際こ

れは管理者の制度を廃止をすべきだと思うんです。大きいでしょ、先ほど言いま

したでしょ、１，２５０万ですよ。ね、これ上下水両方からの分といたしまして

もですね、何百件のですね、上下水料金に当たりますか。そんなふうに思うんで

す。そういう計算されたことありますか。こういう状況を、今話をしてですね、

それでもなお、住民に下水道料金の値上げを要請されますか。

町 長 管理者を置くための条例改正、条例整備のときの質疑を聞いておりますとです

ね、公営企業管理者の人件費が年間１，０００万ぐらいかかるというようなこと

でございます。けれども、その分については課員は１人減らしますということで

全体の人数は変えませんということで、人件費総額にいたしましては、大きく変

動がないようにしていきますというふうな答弁をして理解を得ております。その

ように運営をしておりますので、経費がどうこういうのはちょっと私は当たらな

いのではないかなというふうに思います。しっかりとその分、公営企業管理者は

仕事をしてくれているというふうに私は思っております。

小林 博議員 次の質問のところに書いておるんですけどね、今、夜間工事やっておりますね。

夜間工事。あれは工事監理の委託がやられておりません。１億何千万です。１億

８，０００万余りでしたね。その大きな工事でですね、工事監理を委託しており

ません。福田の雨水幹線は４，０００万円台でですね、まちセンにですね、まち

づくり技術センターに工事の監理委託しておりますよ。川すそのほうは１億８，

０００万もの工事ありながらですね、しかも夜間工事でありながらですがしてお

りません。どんな工事監理やられとんですか、課長。

上下水道課長 どんな工事監理といいますと、内容ですか。我々直営でやっているということ

ですね。川すその夜間工事はですね、まちづくり技術センターのほうに施工管理
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をお願いしたんですけども、夜間工事ということで断られているわけです。です

から我々はお願いしたかったんですけれども、無理だったということでございま

す。

議 長 質問の途中ですが、しばらく休憩いたします。

再開を２時２０分といたします。

◇

休憩 午後 ２時０６分

再開 午後 ２時１８分

◇

議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

小林 博議員 川すそのですね、監理、直営ですが、具体的にどんなふうにやられております

か。

上下水道課長 上下水道課の職員が交代で晩に出てきて、施工監理のほうというか現場を見て

おります。

小林 博議員 何人で。

上下水道課長 毎日１人で見ております。

小林 博議員 何人で。トータル誰々。町長入っとんですか。

上下水道課長 町長にはお願いしておりません。で、７人程度だったと思います、１週間に一

度回ってきますので、恐らく７人前後だと思っております。

小林 博議員 私も３日ほど工事の邪魔しに行ったんですけどね。ですから本当に大変な工事

で、本当にすごい工事だなというふうに思って現場見て実感をしております。

そこでですね、明くる日仕事もあるのにですね、もう遅くまで担当の方々がで

すね、おられるわけですよ。ね。人件費ですね、トータル変わらんからええじゃ

ないかというんじゃなしに、その分ですね、人件費が変わらんだけのことをして

るなら、その分ですね、そんだけ深夜大変な目に遭いながら仕事しとる、そんな

人を増やすほうの人件費に使ったらどうですか。実質的に仕事をする人に。

町 長 私は川すそ雨水幹線もそうでございますが、水道、工水、下水道、今から大き

な事業が続いていきますけれども、管理者には体制を補完するような形で物事を

判断する役目を果たしてほしいと、このように思っております。

小林 博議員 この工事監理はですね、委託と直営、その振り分けはですね、どんなふうにさ

れておるのかという質問です。それから全体として委託事業はですね、各種いろ

んなことで非常に多いわけですね。そのことについての問題意識はどのように考

えておられますか。

上下水道課長 委託と直営との区別ということですけども、まず１つ目の判断基準に対象工事

が補助事業であるか、そうでないかということがまずあります。補助事業ではで

きるだけ施工監理を入れるように考えておるんですけれども、舗装工事、復旧工

事など比較的容易な工事は補助事業であっても施工監理を入れずに、直営で実施

をしておるところであります。

先ほども言いましたように委託先の受入れ体制が整わずですね、頼んでも断ら

れる場合もございます。今回の川すそ工事がそのようになっております。そうい

う場合は直営で実施をしております。

問題点ということですが、工事の場合は施工監理の作業項目の中に積算業務と

いうものも含まれておりまして、職員が慣れない積算業務に従事することが少な

くなりまして、ミスも減ってきます。またチェックも必要最小限で済むため、担

当は当然ながら担当以外の職員の負担軽減にもつながっておるところであります。

委託先と意思疎通や考え方をしっかりと共有できておれば、大きな問題はないと
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いうふうに考えております。

小林 博議員 委託にもいろんな種類があるわけですが、あんまり委託が多くなることでです

ね、歴史の積み重ね、経験、知識などの蓄積と継承にですね、問題が起こらない

か、その点の心配があるのですが、その点についてはどうでしょうか。

上下水道課長 そもそも職員には人事異動があるわけでございますから、議員おっしゃられる

ような知識などの蓄積や継承の問題については、これは委託するしないに限った

わけではないというふうに考えます。逆に委託が多いほど、過去の歴史など細部

にわたって洗い出しができるというようなこともありまして、コンサルのノウハ

ウを吸収して職員の知識も増えていく場合も多くあります。

小林 博議員 それは私もですね、両面あるなというふうに思いながら指摘をしておるところ

でありますが、こういう心配もあるということですね。

この水道事業の最後のところでですね、住民の方が最近の報道の中で水質管理

を心配されております。上水道についてであります。ＰＦＡＳの新たな問題、こ

れについての水質管理はどのようにされておるのか。原水、末端、学校等などの

貯留タンクについてお答えください。

上下水道課長 ＰＦＡＳにつきましては有機フッ素化合物の総称をそう呼んでおるわけですが、

発がん性が指摘をされておるところであります。ＰＦＡＳについては４，７００

を超える種類がありますので、その代表的なＰＦＯＳとＰＦＯＡ、この２つにつ

いて福崎町では年１回、２か所で水質検査を行っております。その２か所でござ

いますが、水源ごとに分けておりまして、上水、一番末端ですね、末端でそうい

う物質が入っていないかという水質検査を行っているところでございます。結果

は暫定目標値未満でございますので、今のところは問題はございません。

学校教育課長 小中学校には福崎小学校除く５校に受水槽、全校に高架水槽、合わせて１１基

の貯留タンクがあります。学校環境衛生基準に基づきましてそれぞれ夏休みに清

掃し、清掃後には、各校の飲料水検査を行うとともに、姫路市医師会による水質

検査を含む定期検査を行っております。また学校薬剤師さんや養護教諭による水

質検査も適宜行って、結果は良好となっております。

小林 博議員 引き続きですね、安全な水ということについての努力方を求めておきたいと思

います。

今回のこの問題は体制問題のところが私のまず中心であります。

地方公営企業法の本文どうのこうのと言われますが実態的にですね、全国的に

も全県的に見てもこのレベルでは、福崎町のようなレベルでは、管理者がないと

いうのがもうこれは普通であり、そして町長がそれを皆、町長・市長がやってお

られるわけです。福崎町長はその能力、私は持ち合わせておられるだろうと言っ

ておるんですが、それはやりたくないというふうなことであればですね、これは

ちょっと私費ででも出しておいてもらわなんだらしようがないなということにな

らざるを得ないでしょう。なぜなら、料金値上げに関わってくるからです。です

からしたがって私はこの質疑の答弁を、これでよしといたしてはおりません。

今回の地方公営企業法についての基本点、経営戦略と料金適正化計画の問題、

誰が答えました。町長も管理者も答えておりません。全部課長じゃないですか。

現場の問題。直接のほうが町長分かりやすいんです。したがって、私は今日の状

況をですね、報告をして、明日から町民の皆さんについて下水道料金の値上げが

ありますよ。経営の中にはこの問題がありますよって、私の考える問題点ありま

すよいうことを町民の皆さんの前に訴えてまわりますからね。そのことを町長に

通告しておきます。よろしいですね。どうですか。

議 長 答弁をお願いします。
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町 長 それはもう議員活動の一環として、していただいたらどうかなと思います。町

は町としての考え方を述べさせていただきます。

小林 博議員 町と町民とがですね、違うというふうな思いをされておるのが違うんです。あ

なたは総理大臣や知事に任命されてそこに座っておられるんじゃないんですよ。

無投票だったとはいえ、町民によって選ばれた。地方自治、自分で治めると書い

て自治と読むんですからね。その自治体の責任者とですね、住民によって選ばれ

た。主人は住民なんですよ。あなたの主人は住民なんです。そのことをお忘れの

ないようにしておいていただきたいというふうに思います。

それでは次の質問に入ります。安全な町づくりというところであります。

水害対策、出水シーズンに入りました。危険箇所の再認識と被害防止への取組

についてお尋ねをいたします。

また調整池の点検は定期的及び危険時期の対応の実施をどうされておるのか、

民間のものの部分も含めてお答えください。

まちづくり課長 まず危険箇所の再確認と被害防止ということですが、町の管理してます河川

では、本年度は大内川におきまして、支障木の伐採、それから直谷川では漏水箇

所の修繕工事、こちらを事業として予定しています。

県のほうでは、本年度は七種川中流、こちらの堆積土砂の撤去を予定していた

だいているというふうにお聞きしております。県には引き続いてこの堆積土砂の

撤去や樹木の伐採、伐根などを要望していきたいというふうに考えています。

また、町で大雨等、災害の発生が予想される場合、こちらにつきましては町に

おきまして重点箇所、こちらを設定しておりますので、パトロールを行うことと

しております。

それから調整池の点検でございますが、まちづくり課管理の調整池ではイマ谷

池等がございまして、イマ谷池では毎年９月になるんですが草刈りを実施させて

いただいております。それから開発により設置されました調整池、こちらにつき

ましては管理者のほうに適正な管理を求めていくという文書の提出を予定してお

ります。

地域振興課長 地域振興課関係でございます。福崎工業団地に２つ、企業団地に３つ、東部工

業団地では４つ、合計９の調整池ございます。町では年２回の草刈りと、それか

ら目視での危険箇所の点検、そしてオリフィスなどの施設の点検を行っておりま

す。今後も引き続いて安全対策に努めてまいります。

小林 博議員 私も日常見ることが多いのですけれども、ぜひ問題の起こらないようにですね、

対応を求めておきたいと思います。

次に公共施設等、高速道路やら幹線道路も含めてですが、公共施設等の排水が

ですね、非常に水害の危険性を増しておるというふうな点があると思うのであり

ます。特に工業施設等はですね、非常に大きなものであっても、調整池が造られ

ておりません。そういうことから下流域にですね、農地の冠水や、あるいはいろ

んなところの被害が発生するというふうな状況が起こっております。これらにつ

いてどのように対応をするのかお答えをいただきたいと思います。

まちづくり課長 今議員いわれましたように県の開発許可制度、こちらでは土地の形質を変更

する行為、これが１ヘクタール以上の場合には、総合治水条例に基づきまして重

要調整池の設置が規定されております。調整池の設置についてはこれを判断基準

の一つとして持っております。

ただ公益施設ですが、それについてはその施設によっては開発許可不要施設と

いうこともございますので、そういった場合には設置しておりませんし、また今

現在新たに設置ということも予定はしておりません。
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小林 博議員 前に福崎高校にですね、調整機能を一部のグラウンドについて持たせるという

ふうなことがやられました。福崎町についてもですね、町管理のものについても、

学校やら、あるいは図書館と浄化センター、あの周辺だけでも４ヘクタールある

わけですが、そういうふうなものがですね、排水が非常に問題になってまいりま

す。したがってこれらのところのですね、駐車場とか、その他の機能も兼ねなが

ら調整機能を設けていくというふうなことがやられてもよいのではないかと思う

のですが、この点についてはどうでしょうか。

公営企業管理者 今、浄化センターのお話が出ましたけれども、浄化センターの敷地につきま

しては２万３，８００平米ございますが、雨水につきましては６００ミリの集水

管で集めまして、七種川に放流しているところでございます。

小林 博議員 学校等の関係とその他ですね、公共施設の雨水の調整機能の設置についてはど

のように考えられておりますか。

まちづくり課長 今、雨水の調整機能ということですが、先ほど申しましたように今、近々に

必要であるというようなところは、今現在はないと思っております。その代わり

に雨水幹線の整備で、雨水の処理を考えるところでございますので、すぐにどの

施設をというのは、今は予定しておりません。

小林 博議員 昔はね、福崎小学校などの場合はグラウンドが低くて、そこが周囲の水を集め

るという小学校のグラウンドが調整池だったんです。そういう機能があったんで

す。今もう上げましてね、アップしてそれがその下流のほうの水路で、部分的に

溢水して被害が起こることもあります。

そんなふうなことも含めてしておりますので、今、一つの問題提起ですからね、

こんな提起を議会で出たなということで一つの検討課題としていただければとい

うふうに思っております。

ほ場整備もずっと進んでおりますが、ほ場整備をやりますと排水路の流れが速

くなって、集中豪雨のとき一気に水が流れて下流域で冠水や溢水が起こるという

ふうなことが心配をされたりもしますが、その点についてはどのようになってお

るでしょうか。

農林振興課長 福崎西中学校北側の高岡福田地区ほ場整備事業における排水系統につきまして

は、大きく分けまして、２系統ございます。一つは、町道西治長野線沿いの排水

路を経て、西谷川へ放流する系統、もう一つは福田区の西山川を経て七種川へ放

流する系統でございます。どちらも従来どおりの排水路へ接続する計画としてお

りますので、整備によって少しは排水量の増加や流速が速くなると見込まれます

が、下流域の影響は少ないと考えているところでございます。

小林 博議員 特に設計の中で、排水を調整しようという、そういう計画はないということで

すか。

農林振興課長 既存の水路への接続ということで、そのようなことは今のところ考えてはおり

ません。

小林 博議員 今後、山崎等の水路、ほ場整備もやられるわけで下流には市街化区域もありま

すので、これらを慎重に見守りながら臨んでいきたいというふうに思いますが、

よろしく対応方をお願いしたいと思います。

それから駅前周辺整備その後の課題ということで挙げておりますが、これは植

岡議員の質問でかなり詳しく説明がありました。計画の中でですね、交通安全対

策や水害防止などの対応をしっかりしておくことが求められます。

町道新町千束線などはですね、国道３１２号線との交点への信号設置等はです

ね、もう当然のことのように思っておるのですが、そういうふうな状況も含めて、

交通安全施策も含めて計画の推進をしてほしいと思うのですが、答弁を求めたい
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と思います。

まちづくり課長 横断歩道につきましては昨日述べさせていただいたとおりでございます。あ

と今言われました信号につきましても、千束新町線だけではなく、駅田原線でも

要望が上がってますので、そちらにつきましては引き続き、昨日も述べましたよ

うに、公安委員会に再要望の日程調整をさせていただいてますので、その場にお

いて強く要望していきたいというふうに考えています。

小林 博議員 ぜひですね、これ道路を建設する場合の構造の一部としてですね、考えてやっ

ていただきたいというふうに思います。

次に、交通安全対策について、これまで信号等について駅前とかですね、福崎

大橋西の交差点の右折信号とかを具体的にお願いをしてきておりますが、この進

捗状況についての報告がさっぱり分かりません。これらについてのですね、状況

をお伝えいただきたいと思います。

住民生活課長 信号機の設置につきましては、先ほど言われました福崎駅前の交差点、それか

ら南大貫の交差点、それから福崎大橋西詰の時差式への変更、こういったものは

毎年要望を行っております。今後も継続して根気強く要望を行っていきたいと思

っております。

小林 博議員 その見通しについてはもう全く分からないということですか。それとも何か、

今こういう状況ですという報告がですね、住民の方にできるような状況というの

はないんでしょうか。

住民生活課長 申し訳ありません。見通しというのはちょっとまだ把握しておりません。

小林 博議員 この点についてはですね、これまでも担当課から非常に分からないという答弁

が多いのですが、これらについてはですね、理事者のほうで、町長のほうでです

ね、特段の努力方はまた改めてお願いをしておきたいというふうに思います。

それから、三木宍粟線の新七種橋のところでの交通事故が非常に多いんですね。

これは非常に見通しが悪い。といいますのは、橋の欄干のですね、構造が非常に

重厚なものであって、両端のものが非常に原始的なものになっておりましてです

ね、全く見えないという。そこでですね、この間も私の知人が事故に遭いまして

ですね、しとんですけれど、これはもうちょっと欄干の改良を含めてね、検討し

ていただきたいと思うんですがどうでしょうか。

まちづくり課長 今言われてます新七種橋の高欄ですが、これは当時はやってました景観型が

設置されているものでございまして、やはり言われてように、その分視距が落ち

ているとは思います。この前、管理者であります兵庫県に確認をさせていただい

て、もう少し見やすいといいますか、すっきりしたものをという要望出しており

ますが、県からはやはり今後取替えなどのタイミング、これのときに検討してい

きたいという回答でございました。

小林 博議員 取替えというのはいつ頃になるんですか。

まちづくり課長 時期についてはまだ決まっておりません。

小林 博議員 事故防止の観点からですね、いつになるか分からないということではなしに、

技監ぜひこの点ですね、現場を見てですね、お願いしたいと思うんですがよろし

いでしょうか。

技 監 私のほうもですね、まちづくり課長と一緒に現場も見させていただきまして、

先日も福崎事業所のほうに一緒に要望に行ったところでございます。引き続き継

続して県のほうには要望していきたいと考えております。

小林 博議員 それから次にですね、河川管理等の事業が不十分で次の災害を誘発していない

かというふうな問題であります。

小さくは河川内の草刈り等をやられておりますが、刈った草を撤去する場合と
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刈り倒して置いておく場合というのは、刈り倒して置いておく場合はもう次、水

が出たりですね、流れて下流で詰まって被害を起こすようなことになるのですが、

そういう部分があるというふうなこと。それから先日の雨で新町の大井堰が被災

をしました。数年前に大規模な工事をやってですね、これで当分大丈夫だろうと

思っておったのですが、この春にやられました県による河川内の土砂撤去があん

な上流までやるのかと、井堰近くまでやられて、これがずっと心配をしておった

わけですが、案の定という形になりました。あの程度の水でですね、改修された

ばかりの井堰が壊れるというのは、そういう問題はなかったんでしょうか。

技 監 今回の井堰の被害でございますが、井堰の基礎部分の土砂がですね、水流によ

り深く掘られたということが原因と考えております。土砂撤去工事の際ですね、

井堰の管理者の方からお申出があってですね、県や県の工事受注者と費用負担を

含めた協議をした上で、そうした深掘れですね、に対する何らかの手だてができ

ておれば被害は防止できたのかもしれないというふうにはちょっと考えるのです

が、ただ、河川管理者のほうがですね、占有施設の被害を予測して、あらかじめ

管理者の方に何らかの対策を実施するよう働きかけるっていうのは通常行ってお

おりませんで難しいというふうに考えております。

小林 博議員 井堰のすぐ近くまでですね、掘削されてる。水管橋のかなり上流まで掘削され

ておりますから非常に落差が大きくてそういうことになりはしないかということ

を実は心配をしておったんですが、そのとおりになりました。そんなことが起こ

っておりますので、事後処理方と今後の課題としてやってほしいというふうに思

います。

次、給食の関係に入りますが、教育の問題ですね。ちょっと教育扶助について

は次のときにします。

給食については、１年間無料という英断を振るわれたわけですが、そうなりま

すと今度ですね、本年度残りの半年間はいきなりどうなるんだというふうなこと

にもなるわけで、この点については、何らかの検討はされておるんでしょうか。

企画財政課長 令和６年度は、国庫補助金の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用

しまして、町内の認定こども園、小中学校において、令和６年４月から６か月分

の給食費無償化を実施しています。

令和６年度後半期につきましては、現在のところ、地方創生臨時交付金の追加

交付もなく、給食費無償化を継続する財源がないため、給食費を徴収することと

なります。

小林 博議員 言いようがないね。それは分かっているけれど１年間無料だったんだからそれ

を何とかですね、考える検討はないのかというふうなことを聞いておる。検討は

できない、した、したとかせんとかですね、そういうふうなこと、答弁にはなら

んのですかね。

副 町 長 ここ１年間無償化にしてきた中で新たに給食費を求めることはですね、つら

いとこもあるんですけれども、今の福崎の財政状況の中でこれだけの財源を捻出

するってのは私はもう不可能に近いと思っておりますので、やむを得ないと思っ

ております。

小林 博議員 この件についてもですね、できれば何らかの形での継続ないし緩和処置をして

ほしいというふうに思うということは伝えておきます。

次に万博の問題でありますが、学校から動員しようというふうな計画が言われ

ております。今回の万博はいろいろ問題があってですね、特にガスの問題、ガス

爆発の問題が心配されております。至るところでガス抜きのパイプがあり、それ

で時々爆発が今でも起こっているという状況があります。それから交通問題、熱
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中症の問題など、懸念材料が多く指摘をされております。このような危険を伴う

ようなところに学校を動員するのはどうかという議論があるのですが、福崎町ど

う対応するのかというふうな質問をさせてもらっております。リスクをどのよう

に検討されたでしょうか。

学校教育課長 本日の一般質問の中でもご質問いただきまして、教育委員会としましては、４

月の時点での教育委員会で、再度の答弁なりますが、保護者の仕事の都合や金銭

面で家庭から行くことができない児童生徒もいると思いますので、学校行事とし

て参加する方向で考えているところであります。

今おっしゃられたような様々なリスクがあるということでありますが、詳細に

つきましては、今後開催される県主催の説明会等で確認してまいりたいと思いま

す。

小林 博議員 そういうリスクの問題等ですね、教育長や課長や皆さんがおられるわけですか

ら、そういうリスクの問題というのは世間で報道でもされておるわけですからね、

そういうものは認識をされておるんですか、いないんですか。

学校教育課長 まだ詳しい県からの資料等はいただいておりませんが、ガスの問題につきまし

ても、またその説明会の折に詳細は説明もあり、今後の展望についても教えてい

ただけると聞いております。

小林 博議員 私あくまでですね、教育委員会の福崎町の子どもを預かる教育委員会の自主的

な判断が要るというふうに思います。県任せ、あなた任せのそんな姿勢はやめて

ください。

次に農業の問題についてであります。

今国会の焦点の一つが食料・農業・農村基本法の改定でした。いわゆる食料自

給率は３８％。改定基本法は、自給率の向上を最大の目標から外して、いろいろ

ある指標の一つにかさ上げをしました。安定的な輸入の確保という条文を新設し

て、さらに輸入をしています。輸入を拡大しようとしています。自給率や後継者

の問題を解決できるかどうかの心配は募るばかりであります。

福崎町の農業を考えるとき、今回の基本法改定をどのように評価されておるん

ですか。町長の視点があればお伺いをしたい。

それから現在、町で進められておる地域計画について、その目的と拘束力、今

年度内の作成のことについて、その見通しについてお尋ねをいたします。

町 長 農業基本法が新たに改正をされて、今までの基本法では、食料の安定供給の確

保、それから多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村振興といったところ

が問題として提案をされておったわけですけれども、その農業の安定供給の確保

のところがですね、安全保障の確保というところ、それから、農業がですね、環

境面に及ぼす影響といったところが追加されているというように聞いて、そのよ

うになっております。

私自身は以前にも申し上げたかもしれませんが、農業を、今はそうではないん

ですけれども、成長産業の一つではないかなというふうに私自身は思っておりま

す。そうあってほしいというふうに思っております。お米が余っているといった

時代はですね、もう戦後今までの大体もう７０年ぐらいであってですね、それま

での期間は食料がですね、十分にあったとは言えない時代であったというふうに

思いますし、世界的に見ますとですね、今でさえ飢餓の国もあってですね、食料

事情は厳しいところがあるといったことを考えますとですね、今後は農業につい

ては可能性のある産業だなというふうに思っておりますので、この基本法をきっ

かけとして、農業がさらに発展する産業になってほしいなと、このように思って

おります。
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農林振興課長 地域計画についてですけども、令和５年４月１日から、人・農地プランが地域

計画として法定化され、市街化区域を除いた区域において、令和７年３月末まで

に策定することが求められております。

その目的ですが、これまで地域の皆さんのご努力で守り続けてこられた農業・

農地・集落の環境を次の世代に着実に引き継いでいくことを目的としております。

通告書に書かれておりました法的拘束力ということなんですけども、この地域計

画では目標地図、将来の農地利用の方針として目標地図をつくりますが、法的拘

束力はございません。

小林 博議員 本年度内に作成とのことでその見通しはどうでしょうか。

農林振興課長 見通しについてですけども、現在３１集落中２２の集落で役員説明会を、役員

説明会を経まして１５の集落で説明会を行っております。そのうち集落において

の協議の場、座談会を実施しましたのが５集落となっております。今年度中に全

ての集落での地域計画の策定は非常に厳しいものだと思っております。

今のところ、今までに実質化された人・農地プランがある１８集落での地域計

画策定を最低目標として頑張っているところでございます。

小林 博議員 現在の状況を見ますとですね、放棄田に近いようなところとか様々後継者を含

めて心配があるわけでありまして、これらがどのようにこの計画の中で進むのか

なというふうに興味を、関心を持っておるところであります。引き続いてまた関

心を持っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

最後にいつもお聞きをしております信頼と住民参加に欠かせない問題として、

高橋・板坂の不法投棄の問題の取組状況をお伺いをいたします。最近の取組とそ

の見通しについてお聞かせください。

住民生活課長 まず高橋の現場についてですけれども今現在、継続して西播磨県民局環境課と

の協議を続けております。前回の３月議会以降も原因者に再三連絡を取っており

ます。原因者は今現在資力がなく、廃棄物の搬出を行うことがなかなかできない

とのことですが、先週原因者から県に、現場に行って搬出を行うと、重機を入れ

て搬出を行うとの連絡があったと聞いております。

まちづくり課長 板坂塩田線についてでございますが、民生まちづくり常任委員会で報告させ

ていただきましたように、相手方が控訴をいたしております。控訴内容につきま

しては、判決の全て、境界の確定でありますとか、不法に占有したことに対する

土地使用料の支払い、それから、取得事項の成立の否定を判決でされたわけです

が、それに対し全てに対し反論がなされた内容が提出されております。

町としましては、当然ながら相手方の主張は認められるものではございません

ので、裁判所に対しては、この控訴内容全てに反論いたしまして、この控訴の棄

却及び今回の弁論の速やかな終結、こちらを強く求めていこうというふうに考え

ております。

小林 博議員 いずれにしてもですね、毅然たる対応で臨んでいただけばいいし、できるだけ

早く結果を見せてほしいというふうに思っています。特に高橋の件についてはで

すね、もう再三言っておりますが、小規模なときに地元から言ってこられて、そ

して委員会で私も取り上げました、そのとき副町長であった現町長がですね、こ

れは許されぬ問題だ、対応しなきゃならんというお答えをいただきました。そう

いうふうな状況の中でですね、このようなことになっておるわけでありまして、

行政の責任が非常に大きいというふうに私は常々申し上げておるとおりでありま

す。そのことについては変わりはありません。引き続きですね、この問題につい

ての追及を重ねていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。

ありがとうございました。
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議 長 以上で、小林 博議員の一般質問を終わります。

本日の一般質問はこれにて終了いたします。

以上で、本会議４日目の日程は全て終了いたしました。

次の定例会５日目は、明日６月２１日金曜日、午前９時３０分から再開いたし

ます。

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５６分


